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平成３１年第１回豊頃町議会定例会会議録（第１号） 
平成３１年３月５日（火曜日） 

 

◎議事日程 

日程第 １    会議録署名議員の指名 

日程第 ２    会期の決定 

日程第 ３  委員会報告第１号  議会運営委員会所掌事務調査結果報告 

日程第 ４  承 認 第 １ 号  専決処分の承認 

（平成３０年度豊頃町一般会計補正予算（第７

号）） 

日程第 ５  承 認 第 ２ 号  専決処分の承認 

（北海道市町村総合事務組合規約の制定並びに廃

止） 

日程第 ６  議 案 第 ８ 号  平成３０年度豊頃町一般会計補正予算（第８号） 

日程第 ７  議 案 第 ９ 号  平成３０年度豊頃町国民健康保険特別会計補正予

算（第４号） 

日程第 ８  議 案 第 １ ０ 号  平成３０年度豊頃町介護保険特別会計補正予算

（第３号） 

日程第 ９  議 案 第 １ １ 号  平成３０年度豊頃町後期高齢者医療特別会計補正

予算（第１号） 

日程第１０  議 案 第 １ ２ 号  平成３０年度豊頃町医療施設特別会計補正予算

（第２号） 

日程第１１  議 案 第 １ ３ 号  平成３０年度豊頃町簡易水道特別会計補正予算

（第３号） 

日程第１２  議 案 第 １ ４ 号  平成３０年度豊頃町公共下水道特別会計補正予算

（第３号） 

日程第１３    平成３１年度町政執行方針及び教育行政執行方針

の説明 

日程第１４  議 案 第 １ ５ 号  豊頃町課設置条例の一部改正 

日程第１５  議 案 第 １ ６ 号  豊頃町職員の勤務時間その他勤務条件に関する条

例の一部改正 

日程第１６  議 案 第 １ ７ 号  豊頃町職員の給与に関する条例の一部改正 

日程第１７  議 案 第 １ ８ 号  豊頃町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改

正 
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日程第１８  議 案 第 １ ９ 号  豊頃町空家等対策の推進に関する条例の制定 

日程第１９  議 案 第 ２ ０ 号  豊頃町消防団条例の一部改正 

日程第２０    陳情の委員会付託 

日程第２１    休会の議決 

 

◎出席議員（８名） 

   １番 中 村 純 也 君     ２番 小笠原 茂 人 君 

   ３番 坂 口 尚 示 君     ４番 相 澤 昌 幸 君 

   ５番 岩 井   明 君     ６番 欠   員 

７番 大 崎 英 樹 君     ８番 大 谷 友 則 君 

９番 藤 田 博 規 君 

 

◎欠席議員（０名） 

 

◎地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名 

 町 長  宮 口  孝 君 

 副 町 長  菅 原 裕 一 君 

 教 育 長  山 本 芳 博 君 

 農 業 委 員 会 長  井 下 睦 男 君 

 代 表 監 査 委 員  山 口 浩 司 君 

 総 務 課 長  富 田 秀 樹 君 

 企 画 課 長  下 重 博 光 君 

 住 民 課 長  佐 藤 則 仁 君 

 福 祉 課 長  山 田 良 則 君 

 子 育 て 支 援 所 長  廣 澤 行 位 君 

 産 業 課 長  神  義 宏 君 

 商 工 観 光 課 長  岩 城 光 洋 君 

 施 設 課 長 補 佐  由 水 知 之 君 

 会 計 管 理 者  熊 谷 雅 美 君 

 農業委員会事務局長  渡 辺 良 英 君 

 教育委員会教育課長  二 村 比 呂 志 君 

 消 防 署 長  波 多 野  明 君 
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◎職務のために議場に出席した者の職氏名 

 事 務 局 長  中 川 直 幸 君 

 庶 務 係 長  沢 崎 真 司 君 
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午前１０時００分 開会 

 

       ◎ 開会宣告 

●藤田議長 ただいまから、平成３１年第１回豊頃町議会定例会を開会します。 

 

       ◎ 開議宣告 

●藤田議長 これから、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 

       ◎ 諸般の報告 

●藤田議長 議事に入る前に、諸般の報告を行います。 

 事務局長に諸般の報告をさせます。 

 中川事務局長。 

●中川事務局長 諸般の報告を申し上げます。 

 議会事務局報告につきましては、お手元に配付のとおりであります。 

 次に監査委員より、平成３０年１１月から平成３１年１月までの例月現金出納検査

報告書の提出がありました。報告書は、お手元に配付のとおりでございますので、ご

らんをいただきたいと思います。 

 以上です。 

●藤田議長 これで、諸般の報告を終わります。 

 

       ◎ 行政報告 

●藤田議長 次に、町長から行政報告の申し出がありましたので、これを許します。 

 宮口町長。 

●宮口町長 平成３１年第１回豊頃町議会定例会の行政報告を申し上げます。 

 初めに、平成３０年度の繰越明許費に係る事業についてであります。 

 ５款農林水産業費に計上しております「道営農地整備事業」のうち、牛首別地区で

の区画整理・農業用道路の改良整備、幌岡地区・礼作別地区での暗渠排水・区画整理

及び十弗西地区での区画整理につきましては、北海道の予算の関係上、年度内実施が

困難なため、それぞれ繰越明許費として翌年度に繰り越して事業を実施いたします。 

次に、地域医療体制の充実についてであります。 

本町の地域医療は豊頃町立医院、大津診療所及び豊頃町歯科診療所が、地域に密着

した医療機関として役割を担っておりますが、その医療体制は「内科」及び「歯科」

のみの診療科目に限られ、高齢者など多くの町民から「整形外科」の診療を望む声が
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ありました。 

こうした声に応えようと豊頃医院の山本院長は、帯広の開西病院と連携し、今年１

月から月２回（第２、第４木曜日）医師を派遣していただくことになり、町民の皆さ

んは地元で整形外科を受診することができるようになりました。 

また、十勝いけだ地域医療センターからも月１回（第４金曜日）内科医の派遣を受

け入れるなど、山本院長の積極的な町外医療機関との連携により町民への医療体制の

充実が図られているところであります。 

以上、行政報告を終わります。 

●藤田議長 これで、行政報告は終わりました。 

 

       ◎ 会議録署名議員の指名 

●藤田議長 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定によって、８番大谷友則議員及び１

番中村純也議員を指名します。 

 

       ◎ 会期の決定 

●藤田議長 日程第２ 会期の決定の件を議題とします。 

 お諮りします。 

 本定例会の会期は、本日から３月１３日までの９日間にしたいと思います。 

 御異議ありませんか。 

（ 異 議 な し ） 

●藤田議長 異議なしと認めます。 

 したがって、本定例会の会期は、本日から３月１３日までの９日間に決定しまし

た。 

 

       ◎ 委員会報告第１号 

●藤田議長 日程第３ 委員会報告第１号議会運営委員会所掌事務調査結果報告の件

を議題とします。 

 本件について、委員長の報告を求めます。 

 大崎議会運営委員長。 

●大崎議会運営委員長 委員会報告第１号、議会運営委員会所掌事務調査結果報告

書。 

 本委員会の所掌事務について、調査の結果を次のとおり、会議規則第７７条の規定

により報告します。 
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 記。 

 １、調査事件。 

 （１）平成３１年第１回豊頃町議会定例会の議会運営に関する事項。 

（２）議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項。 

（３）議長の諮問に関する事項。 

 ２、調査期日。 

 平成３１年２月２８日。 

 ３、調査の経過。 

 （１）平成３１年第１回豊頃町議会定例会の議会運営に関する事項。 

 平成３１年２月２６日招集告示のあった平成３１年第１回豊頃町議会定例会の議会

運営に関する事項について、同月２８日に委員会を開催し、会期及び会期日程等につ

いて協議を行った。 

（２）議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項。 

本会議に豊頃町課設置条例の一部改正の議案が提出されることに伴い、豊頃町議会

委員会条例を一部改正する必要があるため、同日の委員会において、検討及び協議を

行った。 

（３）議長の諮問に関する事項。 

「標準」町村議会傍聴規則の一部改正に伴い、傍聴の手続が個人情報保護の観点か

ら改められたこと等から、議長の諮問により、豊頃町議会傍聴規則の一部改正及び豊

頃町議会の運営に関する基準の一部改正について協議を行った。 

 ４、調査の結果。 

 （１）平成３１年第１回豊頃町議会定例会の議会運営に関する事項。 

 ア、会期及び会期日程等については、３月１３日を会期最終日とすることとして日

程を調整した。 

 イ、陳情書の取り扱いについては、平成３０年第４回定例会閉会後に受理したもの

は３件であり、本町議会の運営基準に基づき、所管の総務文教常任委員会に付託すべ

きもの１件とし、その他２件については、議員配付にとどめるものとした。 

 ウ、所管事務調査等のための各常任委員会開催については、定例会初日の３月５日

に開催するよう日程を調整した。 

 エ、本会議において新年度予算審議が行われることに伴い、議長から会議規則第５

５条の規定（質疑回数の制限）を適用しない旨を会議に諮ることとした。 

（２）議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項。 

ア、本会議に提出される豊頃町課設置条例の一部改正の議案審議後、議員発議によ

り豊頃町議会委員会条例の一部改正に関する議案を定例会３日目の３月１２日に提出
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することとした。 

（３）議長の諮問に関する事項。 

ア、「標準」町村議会傍聴規則の一部改正に伴い、傍聴の手続が個人情報保護の観

点から改められたこと等から、豊頃町議会傍聴規則及び豊頃町議会の運営に関する基

準を議長から諮問のあった内容のとおり改正することとし、２月２８日付答申した。 

 以上でございます。 

●藤田議長 これから、質疑を行います。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 したがって、委員会報告第１号は、報告済みとします。 

 

       ◎ 承認第１号 

●藤田議長 日程第４ 承認第１号専決処分の承認を求めることについてを議題とし

ます。 

 本件について、提出理由の説明を求めます。 

 富田総務課長。 

●富田総務課長 議案書１９ページをお開き願います。 

 承認第１号専決処分の承認を求めることについて説明いたします。 

 本案は、除雪に要する予算として、地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき、

平成３１年１月２５日に平成３０年度豊頃町一般会計補正予算（第７号）を専決処分

いたしましたので、同条第３項の規定に基づきこれを報告し、承認を求めるものであ

ります。 

 平成３０年度一般会計補正予算書（第７号）、１ページをごらんください。 

 第１条、歳入歳出予算の補正は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

１,７００万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４６億３,８１５万

５,０００円と定めるものであります。 

補正の主な内容につきまして、歳入歳出事項別明細書により説明申し上げます。 

 １０ページをお開きください。歳出について説明いたします。 

７款土木費、２項道路橋梁費において、２目除雪費に除排雪委託料など１,７００

万円を追加するものであります。 

次に、歳入につきましては、８ページをごらんください。 

９款地方交付税、１項地方交付税に１,７００万円を追加するものであります。 

以上、御承認くださいますよう、よろしくお願いいたします。 

●藤田議長 説明が終わりました。 
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これから、質疑を行います。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 これから、討論を行います。討論はありませんか。 

（ 討 論 な し ） 

●藤田議長 討論なしと認めます。 

 これから、承認第１号を採決します。 

 お諮りします。 

 本件は、これを承認することに御異議ありませんか。 

（ 異 議 な し ） 

●藤田議長 異議なしと認めます。 

 したがって、承認第１号は、承認することに決定しました。 

 

 ◎ 承認第２号 

●藤田議長 日程第５ 承認第２号専決処分の承認を求めることについてを議題とし

ます。 

 本件について、提出理由の説明を求めます。 

 菅原副町長。 

●菅原副町長 議案書２１ページをごらんください。 

 承認第２号専決処分の承認を求めることについて説明申し上げます。 

 本案は、地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき、２２ページの専決処分書の

とおり、北海道市町村総合事務組合規約の制定及び廃止について、平成３１年１月３

０日専決処分いたしましたので、同条第３項の規定に基づきこれを報告し、承認を求

めるものであります。 

 規約の改正内容を議案説明書９ページ、説明第５号により説明申し上げますが、こ

の北海道市町村総合事務組合は、共同処理する事務と共同処理する団体が、事務ごと

に異なる、いわゆる複合的事務組合であります。今般、総務省から、地方自治法第２

８５条に規定する複合的事務組合は、市町村及び特別区しかこれを設置することはで

きず、北海道が構成員となっている北海道市町村職員退職手当組合、石狩東部広域水

道企業団及び石狩西部広域水道企業団は、複合的事務組合に加入できないことから、

早急な見直しを行うよう助言があったところであります。このことを踏まえ、北海道

市町村総合事務組合の規約を変更し、当該３団体を構成員から除くとともに、当該団

体から事務処理の委託を受けられるよう、関係市町村の協議によりこれを定めるもの

であります。 
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９ページ左欄の現行組合規約下段、別表第１、石狩振興局の項及び１０ページ、別

表第２、９の項から北海道市町村職員退職手当組合、石狩東部広域水道企業団及び石

狩西部広域水道企業団を削除し、９ページ右欄上段、第１４条として、北海道市町村

総合事務組合が、他の地方公共団体から事務委託を受けられるよう、事務の委託を加

えるものであります。なお、共同処理する実質の事務に変更はなく、附則として、こ

の規約は北海道知事の許可のあった日から施行するものでありますので、御承認くだ

さるようお願い申し上げます。 

●藤田議長 説明が終わりました。 

これから、質疑を行います。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 これから、討論を行います。討論はありませんか。 

（ 討 論 な し ） 

●藤田議長 討論なしと認めます。 

 これから、承認第２号を採決します。 

 お諮りします。 

 本件は、これを承認することに御異議ありませんか。 

（ 異 議 な し ） 

●藤田議長 異議なしと認めます。 

 したがって、承認第２号は、承認することに決定しました。 

 

 

       ◎ 議案第８号 

●藤田議長 日程第６ 議案第８号平成３０年度豊頃町一般会計補正予算（第８号）

についてを議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 富田総務課長。 

●富田総務課長 議案第８号平成３０年度豊頃町一般会計補正予算（第８号）につい

て説明いたします。 

 補正予算書、１ページをごらんください。 

 本案は、それぞれ事務事業の精査等により、補正予算を計上するものであります。 

 第１条、歳入歳出予算の補正は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

１,８９５万５,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４６億

５,７１１万円と定めるものであります。 
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 補正の主な内容につきまして、歳入歳出事項別明細書により歳出から説明いたしま

す。 

２４ページをお開き願います。 

１款議会費、１項議会費において、議会議員費など５９万円を減額。 

 ２款総務費、１項総務管理費において、２６ページ、３目財産管理費に基金積立金

など２,５８６万２,０００円を追加。４目町有林管理費から町有林造林事業費など３

１７万１,０００円を減額。２８ページ、７目企画費にまちづくり推進費２５４万８,

０００円を追加するなど２０７万８,０００円を追加。３０ページ、９目電算情報管

理費から電算機器管理費など６８２万１,０００円を減額するなど、計１,７３０万

２,０００円を追加。 

３２ページ、２項徴税費から１０万円を減額。３項戸籍住民基本台帳費から７万

３,０００円を減額。 

３款民生費、１項社会福祉費において、１目社会福祉総務費から国民健康保険事業

費など１,４５９万７,０００円を減額。３４ページ、３目老人福祉費から介護保険事

業費を減額するなど３５８万９,０００円を減額。３６ページ、５目福祉医療費から

委託料など３１１万１,０００円を減額。３８ページ、７目後期高齢者医療費から負

担金補助及び交付金など６５１万２,０００円を減額するなど、計２,７５０万３,０

００円を減額。 

２項児童福祉費において、１目保育所費から保育所運営費を減額するなど、１２５

万円を減額。４０ページ、３目学童保育所費から賃金など１０７万４,０００円を減

額するなど、計２９２万２,０００円を減額。 

４款衛生費、１項保健衛生費において、４２ページ、６目し尿処理費から１３１万

４,０００円を減額するなど、計２０８万７,０００円を減額。 

２項簡易水道費から繰出金３３８万４,０００円を減額。 

４４ページ、５款農林水産業費、１項農業費において、２目農業総務費から農業振

興事業費など３１４万４,０００円を減額。４目道営事業費に繰越明許費事業６,２１

０万３,０００円を追加するなど、計５,８６１万９,０００円を追加。 

４６ページ、２項畜産業費において２目公社営事業費から１９３万８,０００円を

減額するなど、計２７２万円を減額。 

３項林業費から、計８万９,０００円を減額。４項水産業費に、４８ページ、計３

０万円を追加。 

６款商工費、１項商工費に、計２７万円を追加。 

７款土木費、１項土木管理費から、計１０９万９,０００円を減額。 

５０ページ、２項道路橋梁費において、１目道路橋梁維持費から道路橋梁維持補修
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費など２２０万３,０００円を減額。２目除雪費に委託料など１,６１３万１,０００

円を追加。３目道路新設改良費から工事請負費など９４５万３,０００円を減額する

など、５２ページ、計４４７万５,０００円を追加。 

３項住宅費から、計３８万５,０００円を減額。５項施設費から街路灯管理費など

２０４万４,０００円を減額。５４ページ、６項公共下水道費から繰出金３４４万２,

０００円を減額。 

８款消防費、２項災害対策費から工事請負費など２６２万７,０００円を減額。 

９款教育費、１項教育総務費において、１目教育委員会費から賃金など１９５万

６,０００円を減額するなど、５６ページ、計１６５万６,０００円を減額。 

２項小学校費において、１目学校管理費から校舎等管理事業費など３８３万２,０

００円を減額するなど、計４０９万２,０００円を減額。 

３項中学校費において、１目学校管理費に１２０万円を追加するなど、５８ペー

ジ、計７９万４,０００円を追加。 

４項社会教育費において、１目社会教育総務費から１２０万１,０００円を減額す

るなど、計７６万３,０００円を減額。 

６０ページ、５項保健体育費において、２目体育施設費に総合体育館費など２０２

万５,０００円を追加するなど、計１２０万７,０００円を追加。 

６２ページ、１１款公債費、１項公債費において、１目元金から４５５万８,００

０円を減額。２目利子から３８７万８,０００円を減額し、計８４３万６,０００円を

減額。 

 以上が、歳出に係る補正の主な内容でありますが、これら歳出に伴う歳入につきま

しては、１２ページをごらん願います。 

 ９款地方交付税、１項地方交付税に８,１１５万９,０００円を追加。 

 １１款分担金及び負担金、１項分担金に５,８２２万６,０００円を追加。２項負担

金に２７万５,０００円を追加。 

 １２款使用料及び手数料、１項使用料に計６３万２,０００円を追加。２項手数料

に、１４ページ、計３０万７,０００円を追加。 

 １３款国庫支出金、１項国庫負担金に計２９６万５,０００円を追加。２項国庫補

助金に計２１２万６,０００円を追加。１６ページ、３項委託金から計２１６万円を

減額。 

 １４款道支出金、１項道負担金に計１５１万４,０００円を追加。２項道補助金

に、１８ページ、計２２２万円を追加。３項委託金に計２０万７,０００円を追加。 

 １５款財産収入、１項財産運用収入に計１３０万６,０００円を追加。２項財産売

払収入に２８９万円を追加。 
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 ２０ページ、１６款寄附金、１項寄附金に２,７４２万４,０００円を追加。 

 １７款繰入金、１項繰入金から１億５,９７３万６,０００円を減額。 

 １９款諸収入、５項雑入から、２２ページ、計１２０万円を減額。 

 ２０款町債、１項町債に８０万円を追加。 

 以上が、歳入に係る主な補正の内容であります。 

 次に、第２条の繰越明許費につきましては、５ページの第２表繰越明許費をごらん

願います。 

 ５款農林水産業費の道営農地整備事業６,２１０万３,０００円を翌年度に繰り越

し、執行するものであります。 

 次に、第３条、債務負担行為の補正につきましては、６ページの第３表債務負担行

為補正をごらん願います。 

表記載の業務委託において、限度額を計２,５４５万２,０００円と定め、債務負担

行為に追加するものであります。 

 次に、第４条、地方債の補正については、７ページの第４表地方債補正をごらん願

います。 

表記載のとおり、３事業に係る既定の地方債限度額２億２,５５０万円を２億２,６

３０万円に改め、地方債限度額の総額を４億２,４１２万９,０００円と改め、定める

ものであります。 

 以上でありますので、よろしく御審議くださるようお願いいたします。 

●藤田議長 説明が終わりました。 

 これから、質疑を行います。 

 歳入歳出事項別明細書により、歳入を款ごとに質疑を受けます。 

 １２ページをお開きください。 

９款地方交付税。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 １１款分担金及び負担金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 １２款使用料及び手数料。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 １３款国庫支出金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 １６ページ、１４款道支出金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 １５款財産収入。 
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（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ２０ページ、１６款寄附金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 １７款繰入金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 １９款諸収入。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ２０款町債。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 歳入全般について質疑を受けます。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 次に、歳出については、項ごとに質疑を受けます。 

 ２４ページをお開きください。 

１款議会費、１項議会費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ２款総務費、１項総務管理費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ３２ページ、２項徴税費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ３項戸籍住民基本台帳費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ３款民生費、１項社会福祉費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ２項児童福祉費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ４款衛生費、１項保健衛生費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ２項簡易水道費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ４４ページ、５款農林水産業費、１項農業費。 

説明第１号、神産業課長。 

●神産業課長 平成３１年第１回豊頃町議会定例会予算説明書（平成３０年度補正予

算）１ページをごらんください。 
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 説明第１号、道営農地整備事業の施行について。 

 平成３０年度繰越明許費において、次のとおり、道営農地整備事業を施行すること

とし、第５款農林水産業費に予算を計上したものであります。 

 記。 

 １、事業概要について。最初に牛首別地区ですが、全体事業費６,５８０万円、予

算額１,１１８万６,０００円、受益者負担は１７％です。事業内容、区画整理１８ヘ

クタール、農道改良延長３２０メートルであります。なお、施行位置図については、

次ページ、対図番号１ページを御参照ください。 

 次に、幌岡地区ですが、全体事業費１億５,１００万円、予算額２,５６７万円、受

益者負担１７％です。事業内容、区画整理５２.４ヘクタール、暗渠排水１１.１ヘク

タールであります。なお、施行位置図については、対図番号２ページを御参照くださ

い。 

 次に、十弗西地区ですが、全体事業費１億３３４万６,０００円、予算額１,７５６

万９,０００円、受益者負担は１７％です。事業内容、区画整理４１.８ヘクタールで

あります。なお、施行位置図については、対図番号３ページを御参照ください。 

次に、礼作別地区ですが、全体事業費４,５１６万円、予算額７６７万８,０００

円、受益者負担１７％であります。事業内容、区画整理１９.３ヘクタール、暗渠排

水１.２ヘクタールであります。なお、施行位置図については、対図番号４ページを

御参照ください。 

 ２、事業主体は北海道。いずれも、継続事業であります。 

 以上でありますので、よろしく御審議くださるようお願いいたします。 

●藤田議長 説明が終わりました。 

 質疑を受けます。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 次に進みます。４６ページ、２項畜産業費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ３項林業費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ４項水産業費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ６款商工費、１項商工費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ７款土木費、１項土木管理費。 

（ 質 疑 な し ） 



－ 15 － 

●藤田議長 ２項道路橋梁費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ３項住宅費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ５項施設費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ６項公共下水道費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ８款消防費、２項災害対策費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ９款教育費、１項教育総務費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ２項小学校費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ３項中学校費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ５８ページ、４項社会教育費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ５項保健体育費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 １１款公債費、１項公債費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 歳出全般について質疑を受けます。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 次に、５ページ、第２表繰越明許費について質疑を受けます。質疑はありません

か。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 次に、６ページ、第３表債務負担行為補正について質疑を受けます。質疑はありま

せんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 次に、７ページ、第４表地方債補正について質疑を受けます。質疑はありません
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か。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 それでは、本補正予算全般について質疑を受けます。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 これから、討論を行います。討論はありませんか。 

（ 討 論 な し ） 

●藤田議長 討論なしと認めます。 

 これから、議案第８号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（ 異 議 な し ） 

●藤田議長 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第８号は、原案のとおり可決されました。 

  

       ◎ 議案第９号 

●藤田議長 日程第７ 議案第９号平成３０年度豊頃町国民健康保険特別会計補正予

算（第４号）についてを議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 山田福祉課長。 

●山田福祉課長 補正予算書、６７ページをごらん願います。 

 議案第９号平成３０年度豊頃町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）について

御説明いたします。 

 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ３,２３０万８,０００円を減額

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５億４,７９３万６,０００円と定めるも

のであります。 

 このたびの補正は、予算精査に伴うものであります。 

 補正予算の主なものは、歳入歳出事項別明細書、７８ページ、歳出から御説明いた

します。 

 １款総務費、１項総務管理費から共同電算処理委託料１３万円を減額するなど、合

わせて１６万１,０００円を減額。同じく１款、２項運営協議会費から国保運営協議

会委員の報酬及び費用弁償合わせて１２万１,０００円を減額。 

２款保険給付費、１項療養諸費から１目一般被保険者療養給付費１,５００万円及
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び２目退職被保険者等療養給付費９００万円を減額するなど、合わせて２,４５３万

５,０００円を減額。８０ページ、同じく２款、２項高額療養費から、１目一般被保

険者高額療養費５３０万円及び２目退職被保険者等高額療養費１８０万円、合わせて

７１０万円を減額。 

５款保健事業費、１項特定健康診査等事業費から特定健康診査等負担金６０万円を

減額。８２ページ、同じく５款、２項保健事業費から１目保健衛生普及費の健康ポイ

ント事業用景品３５万円を減額するなど、合わせて１２万７,０００円を減額。 

 ７款諸支出金、２項国保診療報酬支払基金委託金から一時借入金利子３２万８,０

００円を減額。同じく７款に３項、１目一般会計繰出金を設け、一般会計繰出金６６

万４,０００円を計上するものであります。 

これら歳出に要する財源として、７４ページ、歳入をごらんください。 

 １款、１項国民健康保険税に、１目一般被保険者国民健康保険税１,５９９万９,０

００円を追加するなど、合わせて１,５９７万５,０００円を追加。 

 ２款国庫支出金、１項国庫補助金に、災害臨時特例補助金４万８,０００円を追

加。 

 ７６ページ、３款道支出金、１項道補助金から１目保険給付費等交付金の普通交付

金３,１６３万５,０００円を減額するなど、合わせて２,９７７万７,０００円を減

額。 

 ５款繰入金、１項他会計繰入金において、１目一般会計繰入金のその他繰入金１,

５００万円を減額するなど、合わせて１,３６８万１,０００円を減額。同じく５款、

２項基金繰入金から国民健康保険基金繰入金５３５万６,０００円を減額。 

 ６款、１項繰越金にその他繰越金４７万３,０００円を追加。 

７款諸収入、２項雑入に健診料負担金１万円を追加するものであります。 

 以上でありますので、よろしく御審議くださるようお願いいたします。 

●藤田議長 説明が終わりました。 

 これから、質疑を行います。 

 歳入歳出事項別明細書により、歳入を款ごとに質疑を受けます。 

 ７４ページをお開きください。 

１款国民健康保険税。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ２款国庫支出金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ３款道支出金。 

（ 質 疑 な し ） 
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●藤田議長 ５款繰入金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ６款繰越金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ７款諸収入。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 歳入全般について質疑を受けます。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 次に、歳出についても款ごとに質疑を受けます。 

 ７８ページをお開きください。 

１款総務費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ２款保険給付費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ５款保健事業費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ７款諸支出金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 歳出全般について質疑を受けます。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

それでは、本補正予算全般について質疑を受けます。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 これから、討論を行います。討論はありませんか。 

（ 討 論 な し ） 

●藤田議長 討論なしと認めます。 

 これから、議案第９号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（ 異 議 な し ） 

●藤田議長 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第９号は、原案のとおり可決されました。 
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       ◎ 議案第１０号 

●藤田議長 日程第８ 議案第１０号平成３０年度豊頃町介護保険特別会計補正予算

（第３号）についてを議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 山田福祉課長。 

●山田福祉課長 補正予算書、８５ページをごらん願います。 

 議案第１０号平成３０年度豊頃町介護保険特別会計補正予算（第３号）について御

説明いたします。 

 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２１２万７,０００円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３億８,７６１万３,０００円と定めるもので

あります。 

 このたびの補正は、予算精査に伴うものであります。 

 補正予算の主なものは、歳入歳出事項別明細書、９８ページの歳出から御説明いた

します。 

 １款総務費、１項総務管理費から、介護保険事務システム改修委託料１４万１,０

００円を減額。 

同じく１款、３項介護認定審査会費から主治医意見書作成料及び訪問調査委託料、

合わせて９１万８,０００円を減額。 

２款保険給付費、１項介護サービス等諸費から居宅介護サービス給付費３８０万円

を減額し、施設介護サービス給付費に４００万円を追加するなど、合わせて１００万

円を減額。 

 １００ページ、同じく２款、２項介護予防サービス等諸費から地域密着型介護予防

サービス給付費１５０万円を減額するなど、合わせて１１０万円を減額。 

 同じく２款、４項高額介護サービス等費に高額介護サービス費６０万円を追加。 

同じく２款、６項特定入所者介護サービス等費に特定入所者介護サービス費６０万

円を追加。 

 １０２ページ、３款地域支援事業費、１項介護予防・生活支援サービス事業費から

介護予防ケアマネジメント業務委託料１７万８,０００円を減額。 

同じく３款、３項包括的支援事業・任意事業費に介護伝送ソフト使用料１万円を追

加するものであります。 

 これら歳出に要する財源として、９２ページ、歳入をごらんください。 

 ３款国庫支出金、１項国庫負担金から１目介護給付費負担金３９万８,０００円を

減額。 
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 同じく３款、２項国庫補助金において、１目調整交付金の介護給付費調整交付金２

２４万円を減額するなど、合わせて５４万円を減額。 

 ４款道支出金、１項道負担金から介護給付費負担金１５６万４,０００円を減額。 

 同じく４款、２項道補助金に地域支援事業交付金の介護予防・日常生活支援総合事

業及び包括的支援事業・任意事業合わせて２４万７,０００円を追加。 

 ９４ページ、５款、１項支払基金交付金から１目の介護給付費交付金３１６万９,

０００円を減額するなど、合わせて２９３万３,０００円を減額。 

 ７款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金からその他繰入金２８４万

９,０００円を減額するなど、合わせて２６１万８,０００円を減額。 

 同じく７款、２項基金繰入金から介護給付費準備基金繰入金１１８万３,０００円

を減額。 

 ８款、１項繰越金に、前年度繰越金として６９３万６,０００円を追加。 

９６ページ、９款諸収入、２項雑入から生きがいデイサービス利用者負担金７万

４,０００円を減額するものであります。 

 以上でありますので、よろしく御審議くださるよう、よろしくお願いいたします。 

●藤田議長 説明が終わりました。 

 これから、質疑を行います。 

 歳入歳出事項別明細書により、歳入を款ごとに質疑を受けます。 

 ９２ページをお開きください。 

３款国庫支出金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ４款道支出金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ５款支払基金交付金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ７款繰入金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ８款繰越金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ９款諸収入。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 歳入全般について質疑を受けます。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 
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 次に、歳出についても款ごとに質疑を受けます。 

 ９８ページをお開きください。 

１款総務費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ２款保険給付費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ３款地域支援事業費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 歳出全般について質疑を受けます。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

それでは、本補正予算全般について質疑を受けます。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 これから、討論を行います。討論はありませんか。 

（ 討 論 な し ） 

●藤田議長 討論なしと認めます。 

 これから、議案第１０号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（ 異 議 な し ） 

●藤田議長 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第１０号は、原案のとおり可決されました。 

 １１時１０分まで休憩をいたします。 

午前１０時５７分 休憩 

午前１１時１０分 再開 

●藤田議長 休憩前に引き続き、会議を進めます。 

 

       ◎ 議案第１１号 

●藤田議長 日程第９ 議案第１１号平成３０年度豊頃町後期高齢者医療特別会計補

正予算（第１号）についてを議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 山田福祉課長。 

●山田福祉課長 補正予算書、１０５ページをごらん願います。 
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 議案第１１号平成３０年度豊頃町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）につ

いて御説明いたします。 

 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８６万１,０００円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６,１２９万４,０００円と定めるものでありま

す。 

 このたびの補正は、予算精査に伴うものであります。 

 補正予算の主なものは、歳入歳出事項別明細書、１１４ページ、歳出から御説明い

たします。 

 ２款、１項後期高齢者医療広域連合納付金に７１万９,０００円を追加。 

 ３款諸支出金、２項繰出金に、一般会計繰入金精算返還金１４万２,０００円を追

加するものであります。 

 これら歳出に要する財源として、１１２ページ、歳入をごらんください。 

 １款、１項後期高齢者医療保険料に、現年度分１１５万２,０００円を追加。 

 ３款繰入金、１項他会計繰入金から１目の一般会計繰入金４３万３,０００円を減

額。 

４款、１項繰越金に前年度繰越金１４万２,０００円を追加するものであります。 

 以上でありますので、よろしく御審議くださるようお願いいたします。 

●藤田議長 説明が終わりました。 

 これから、質疑を行います。 

 歳入歳出事項別明細書により、歳入を款ごとに質疑を受けます。 

 １１２ページをお開きください。 

１款後期高齢者医療保険料。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ３款繰入金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ４款繰越金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 歳入全般について質疑を受けます。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 次に、歳出についても款ごとに質疑を受けます。 

１１４ページをお開きください。 

２款後期高齢者医療広域連合納付金。 

（ 質 疑 な し ） 
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●藤田議長 ３款諸支出金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 歳出全般について質疑を受けます。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 それでは、本補正予算全般について質疑を受けます。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 これから、討論を行います。討論はありませんか。 

（ 討 論 な し ） 

●藤田議長 討論なしと認めます。 

 これから、議案第１１号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（ 異 議 な し ） 

●藤田議長 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第１１号は、原案のとおり可決されました。 

 

       ◎ 議案第１２号 

●藤田議長 日程第１０ 議案第１２号平成３０年度豊頃町医療施設特別会計補正予

算（第２号）についてを議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 山田福祉課長。 

●山田福祉課長 補正予算書、１１７ページをごらん願います。 

 議案第１２号平成３０年度豊頃町医療施設特別会計補正予算（第２号）について御

説明いたします。 

 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１,９９４万１,０００円を減額

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億６６７万７,０００円と定めるもの

であります。 

 このたびの補正は、予算精査に伴うものでございます。 

 補正予算の主なものは、歳入歳出事項別明細書、１２６ページ、歳出から御説明い

たします。 

 １款、１項医院費から２目医院運営費の診療報酬２,０００万円を減額するなど、

合わせて１,９９４万１,０００円を減額するものであります。 
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 これら歳出に要する財源として、１２４ページ、歳入をごらんください。 

 １款財産収入、１項財産運用収入から職員住宅貸付収入２２万７,０００円を減

額。 

２款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金に豊頃医院管理費２３万円を

追加。 

３款、１項繰越金に前年度繰越金５万６,０００円を追加。 

４款諸収入、１項診療報酬収入から豊頃医院診療報酬２,０００万円を減額するも

のであります。 

 以上でありますので、よろしく御審議くださるようお願いいたします。 

●藤田議長 説明が終わりました。 

 これから、質疑を行います。 

 歳入歳出事項別明細書により、歳入を款ごとに質疑を受けます。 

 １２４ページをお開きください。 

１款財産収入。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ２款繰入金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ３款繰越金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ４款諸収入。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 歳入全般について質疑を受けます。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

次に、歳出についても款ごとに質疑を受けます。 

 １２６ページをお開きください。 

１款医院費。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 それでは、本補正予算全般について質疑を受けます。質疑はありません

か。 

 ７番大崎議員。 

●７番大崎議員 この医療の関係です。２,０００万円という減額についての内容

は、報酬収入で減額となっています。これはいろいろと事情がおありだと思うのです

が、主に２,０００万円というものについての報酬収入が減額ということについての
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内容について説明いただけますか。 

●藤田議長 山田福祉課長。 

●山田福祉課長 お答え申し上げます。 

豊頃医院の診療報酬につきましては、当初におきまして８,０００万円を見込んで

おりました。これにつきましては、前の前の先生でありました八重柏先生の時代の大

体年間の報酬に基づき計上していたところであります。現在、今年度につきましては

大体１１月までの８カ月間についての実績をもとに今回補正をしておりますが、大体

昨年の決算と同じ見込みの診療報酬となる見込みでありますので、それを勘案しまし

て２,０００万円を減額しております。 

 以上です。 

●藤田議長 大崎議員。 

●７番大崎議員 当初の予定がそういうようなことで、前医院長からの後継という

か、継続されているという内容でございますが、これについては、やはりきょうの町

長の行政報告にありましたように、新しいやはり医療というものについては、町民が

期待しているものがたくさんあるわけです。少なくとも、前々から整形外科というも

のについては、希望されている町民の多くが町外で診療を受けていたと。それについ

ての対策は、非常に私、前向きでいいというふうに理解をしておりました。 

しかしこの診療科目によっては、聞くところによると、いろいろと第１次治療とい

うものまではどうにか町内で、それらについては診療されるのですが、どうも第２

次、あるいは第３次という病名についての進行によっては、非常に協力医療に即対応

を依頼するというような噂が、実態として町民から聞かれます。したがって、もう少

しその辺の内容について、機器等の導入とか、あるいは検査内容とか、そういうもの

をもう少し、充実あるいは完備をするというか、そういうところの考えはなかったの

かどうなのかというところも、担当の課長としてどう指導していて、またどのような

状況報告をされていたのかなというところも、ずっとこう続いているように感じたも

のですから、その辺の考え方というか、担当医院長とのそれらのコミュニケーション

はどうだったのかというところも、もしあればお聞かせください。 

●藤田議長 山田福祉課長。 

●山田福祉課長 お答え申し上げます。 

山本医院長におかれましては、病院の先生それぞれにそれぞれ診療の仕方は違うか

と思われますけれども、基本的には豊頃医院で最初にかかった患者につきまして、山

本先生というか、うちの医院の中で検査等で処置できるものについては、その中で処

置をして、その中で豊頃医院だけでは手に負えないようなものにつきましては、早急

にそういった設備の整ったところで診療していただこうというのが先生の考え方であ
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りますので、即座にそういったところの大きな医療機関へ先生から送っていただくと

いうか、そういったことを心がけているところであります。 

また、診療報酬減っている部分も皆さん気になっているかと思いますけれども、基

本的には先生におかれましては、診療に来る、特にお年寄りなどについては、今ま

で、例えば毎週通っていた方につきましては、２週間に１回ですとか３週間に１回に

できるものについては、そういったことをして患者の負担を減らす、そういった努力

も常日ごろしているところであり、また１回の診療にかかる金額につきましては、昔

の八重柏先生ですとか、そういったところから比べると、１件当たり約７割程度の診

療報酬というような形で、お年寄りにとても優しい診療をしていると私は思っており

ますので、一応御理解をお願いしたいと思います。 

●藤田議長 大崎議員。 

●７番大崎議員 非常に本日までのそういう対応についての、非常に今報告と対応の

中身というものについてはちょっと触れましたが、少なくとも今後についてです、今

後について、先ほど町長の行政報告にあったように、開西病院のそういう内科と違

う、外科系統、いわゆる病名によっては、あるいは治療によっては非常にこう、伝導

性というのですか、対応性というのですか、そういうものが必ず患者にはあるのでは

ないかなという感じがします。 

したがって、その辺の内科、あるいは整形外科というものについては全く分離した

ものでないという、医療の連携というのですか、そういうものがあるはずなのです。

したがって、より、これを機会に開西病院の理事長の方々と経営者と、その辺の連携

というか、医療形態といいますか、そういうものをより深く進めるような考え方を町

民を本位として考えれば、豊頃町の医療というのは、そこまできめ細かく対応できて

いるのだなというところのやはり意識づくりも必要ではないかなと、こう考えますの

で、その辺についてのこれからの取り組みを合わせて、町長の考え方も一言お聞きし

たいなというふうに思います。 

●藤田議長 宮口町長。 

●宮口町長 今、御指摘のとおりだと思います。私も、病院に関しては、それぞれ山

本先生とはときあるごとにお話ししておりますけれども、やはり先生は先生のやり方

で開業をしておりますので、余り私どもが口を挟むということは非常に、先生にとっ

ても厳しい環境におかれるというふうに思っております。 

今、大崎議員がおっしゃるとおり、できるだけうちにない、そしてまた患者がそう

いった病名の多い、先生ができるものについては、積極的にこれからも進めていきた

いというふうに考えております。また、今、山本先生におきましては、やはり医療器

具等については、必要な物はなるだけ予算化して、予算を通して購入をしているとこ
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ろであります。 

今後とも、今整形外科なり、また隣の池田の町立地域医療機関にお願いしながら、

できるだけ地域の方々が安心して病院に通えるようなことを積極的に行いたいという

ふうに思っております。ただ、医療については御承知のとおり、非常に財政負担の伴

うことが多いので、その辺も財政と十分バランスのとれた形でいかなければ、病院に

対する経費等々についても、相当、ある程度吟味していかなければ、手を広げれば広

げるほど、それだけ財政負担が伴いますので、できるだけ山本先生と協議をこれから

もしながら、そしてまた町民が安心して病院に通えるような医療体制に積極的に取り

組んでいきたいというふうに考えております。 

●藤田議長 ほかに質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 これで質疑を終わります。 

 これから、討論を行います。討論はありませんか。 

（ 討 論 な し ） 

●藤田議長 討論なしと認めます。 

 これから、議案第１２号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（ 異 議 な し ） 

●藤田議長 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第１２号は、原案のとおり可決されました。 

 

       ◎ 議案第１３号 

●藤田議長 日程第１１ 議案第１３号平成３０年度豊頃町簡易水道特別会計補正予

算（第３号）についてを議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 由水施設課長補佐。 

●由水施設課長補佐 補正予算書、１２９ページをお開き願いします。 

 議案第１３号平成３０年度豊頃町簡易水道特別会計補正予算（第３号）について御

説明いたします。 

 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ７５８万４,０００円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億８,１２９万円と定めるものでありま

す。 

 本補正予算は、予算精査によるものでございます。 
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 主な内容につきましては、事項別明細書により御説明いたします。 

 １３８ページ、歳出から御説明いたします。 

 １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費から大豊簡易水道整備事業負担金及

び浦幌町簡易水道分水負担金１７３万６,０００円を減額。２７節公課費より消費税

２１０万円を減額。２目簡易水道整備費において、茂岩簡易水道基幹的改良事業費の

執行残などで３５９万３,０００円を減額いたします。 

 ２款公債費、１項公債費において、長期債償還利子など５６万９,０００円を減額

するものでございます。 

 次に、１３６ページ、歳入について御説明いたします。 

 ３款繰入金から一般会計繰入金３３８万４,０００円を減額。 

 ５款町債において、茂岩簡易水道基幹的施設改良事業など４２０万円を減額補正す

るものでございます。 

 次に１３２ページ、第２表地方債補正でございますが、簡易水道整備事業債の限度

額を４,０３０万円に、過疎対策事業債の限度額を４,０３０万円にそれぞれ改め、地

方債限度額の総額を８,０６０万円に改め、定めるものでございます。 

 以上でありますので、よろしく御審議くださるようお願いいたします。 

●藤田議長 説明が終わりました。 

 これから、質疑を行います。 

 歳入歳出事項別明細書により、歳入を款ごとに質疑を受けます。 

 １３６ページをお開きください。 

３款繰入金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ５款町債。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 歳入全般について質疑を受けます。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 次に、歳出についても款ごとに質疑を受けます。 

 １３８ページをお開きください。 

１款総務費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ２款公債費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 歳出全般について質疑を受けます。質疑はありませんか。 
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（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 次に、１３２ページ、第２表地方債補正について質疑を受けます。質疑はありませ

んか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 それでは、本補正予算全般について質疑を受けます。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 これから、討論を行います。討論はありませんか。 

（ 討 論 な し ） 

●藤田議長 討論なしと認めます。 

 これから、議案第１３号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（ 異 議 な し ） 

●藤田議長 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第１３号は、原案のとおり可決されました。 

 

       ◎ 議案第１４号 

●藤田議長 日程第１２ 議案第１４号平成３０年度豊頃町公共下水道特別会計補正

予算（第３号）についてを議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 由水施設課長補佐。 

●由水施設課長補佐 補正予算書、１４１ページをお開き願います。 

 議案第１４号平成３０年度豊頃町公共下水道特別会計補正予算（第３号）について

御説明いたします。 

 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２,４５５万６,０００円を減額

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億４,２３５万４,０００円と定めるも

のであります。 

 本補正予算は、社会資本整備総合交付金事業、下水道施設改築更新工事等の予算精

査によるものであります。 

 １５０ページ、歳出から御説明いたします。 

 １款総務費、１項総務管理費において、消費税３８万円を増額。２項施設管理費、
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２目下水道施設整備費より、社会資本整備総合交付金事業など２,３８７万６,０００

円を減額。 

 ２款公債費、１項公債費において、１０６万円を減額補正するものであります。 

 次に、１４８ページ、歳入について御説明いたします。 

 ３款国庫支出金において、社会資本整備総合交付金事業１,０９１万４,０００円を

減額。 

 ４款繰入金において、一般会計繰入金３４４万２,０００円を減額。 

７款町債において、社会資本整備総合交付金事業より１,０２０万円を減額補正す

るものであります。 

 次に、１４４ページ、第２表地方債補正でございますが、下水道事業の限度額を

１,０９０万円に、過疎対策事業の限度額を１,０９０万円にそれぞれ改め、地方債限

度額総額を２,１８０万円に改め、定めるものであります。 

 以上でありますので、よろしく御審議くださるようお願いいたします。 

●藤田議長 説明が終わりました。 

 これから、質疑を行います。 

 歳入歳出事項別明細書により、歳入を款ごとに質疑を受けます。 

 １４８ページをお開きください。 

３款国庫支出金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ４款繰入金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ７款町債。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 歳入全般について質疑を受けます。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 次に、歳出についても款ごとに質疑を受けます。 

 １５０ページをお開きください。 

１款総務費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ２款公債費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 歳出全般について質疑を受けます。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 
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●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 次に、１４４ページ、第２表地方債補正について質疑を受けます。質疑はありませ

んか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 それでは、本補正予算全般について質疑を受けます。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 これから、討論を行います。討論はありませんか。 

（ 討 論 な し ） 

●藤田議長 討論なしと認めます。 

 これから、議案第１４号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（ 異 議 な し ） 

●藤田議長 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第１４号は、原案のとおり可決されました。 

 

       ◎ 町政執行方針及び教育行政執行方針 

●藤田議長 日程第１３ 平成３１年度町政執行方針及び教育行政執行方針につい

て、説明を求めます。 

 初めに、平成３１年度町政執行方針について説明を求めます。 

 宮口町長。 

●宮口町長 平成３１年度の町政執行方針について申し上げます。 

初めに、昨年９月に発生した胆振東部地震は、各地に甚大な被害をもたらし、被災

地は今、復興への歩みを始めたばかりでありますが、本町の歴史もまた、地震や水害

など自然災害との闘いでもあり、先人たちが幾多の困難を乗り越え今日へと発展させ

る礎となったのが、まさに「報徳のおしえ」であります。 

私は、町民憲章にもうたわれております「報徳のおしえ」を今後も町政執行の基盤

としつつ、町議会を初め町民の皆様の声を反映させながら「第４次豊頃町まちづくり

総合計画」の実行に努め、子どもから高齢者まで、健やかに安心して暮らせるまちづ

くりを力強く推進してまいります。 

ここに、平成３１年豊頃町議会第１回定例会の開会に当たり、町政執行への所信を

申し述べ、町議会を初め町民皆様の一層の御理解と御協力をお願い申し上げます。 
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次に、町政に臨む基本姿勢であります。 

政府は平成３１年度予算編成に当たり、日本経済は大きく改善し、今後も緩やかな

回復が続くと期待しており、通商問題、海外経済の動向に留意し、さらなる加速に向

けた施策を示すとともに引き続き経済再生と財政健全化の両立を目指すとしておりま

す。 

これらを踏まえた国の予算案は、社会保障の充実や１０月の消費税引き上げに伴う

国内経済への影響対策など、初めて１００兆円を超える見通しとなり、また、地方交

付税も７年ぶりに増加となりました。 

本町の財政状況は健全性を保ってはおりますが、財源の半数を占める地方交付税が

過去３年間で２億７,０００万円余り減少し、先行きは決して明るいものとは言えま

せん。さらに、今後も進行する少子高齢化に伴う福祉対策や老朽化の進む公共施設の

更新・長寿命化など、財政支出の増大が見込まれているところでありますが、これら

を初め「第４次豊頃町まちづくり総合計画」、「豊頃町まち・ひと・しごと創生総合

戦略」に基づき、基幹産業を中心に豊かな地域経済の実現と生活環境の整備・充実、

福祉・子育て支援、教育環境の整備、移住・定住促進などの諸施策を積極的に進め、

将来にわたって活力のある持続可能な自治体運営に努めてまいります。 

また、諸課題に対しては町民の皆様と行政がともに知恵を出し合い、ともに支え合

い、安心して暮らせるまち、生き生きと働き続けられる小さくても活力のある町づく

りに全力を尽くしてまいります。 

以上が、町政に臨む私の基本姿勢であります。 

次に、主要な施策の推進について申し上げます。 

３、主要な施策の推進。 

（１）快適で魅力あるまちづくり。 

進行する少子高齢化、人口減少など本町の現状を踏まえ、町民の生活基盤の向上と

安全で安心して暮らせるまちづくりを推進してまいります。 

道路網の整備については、主要な幹線道路及び地域の基幹的道路の改良舗装を年度

別事業計画に基づき進めているところであり、本年度は、幌岡第３幹線、統内１６線

を継続実施するとともに、長寿命化計画に基づく橋梁３橋の補修を行います。 

また、住民生活や産業活動に支障を来たさないよう、舗装路面の補修、冬季間の除

排雪など、引き続き適切な維持管理に努めてまいります。 

公共交通の整備については、コミュニティバスが町民の足として１０年目を迎え、

昨年度から物産直売所へ乗り入れるなど、住民に密着した地域公共交通として利用者

数も順調に推移しております。今後も利用者のニーズに対応した運行経路や運行時間

など、利便性の向上に努めてまいります。 
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消防・防災対策については、大津地域住民等が参加した津波緊急避難場所への避難

訓練を引き続き実施するとともに、指定避難所の停電対策強化など、防災・減災対策

を推進してまいります。 

交通安全対策については、第１０次豊頃町交通安全計画に基づき、「交通事故のな

い安全で安心して暮らすことのできる社会を目指して」推進しているところであり、

今後も各関係機関と連携しながら一層の交通安全対策を展開してまいります。 

消費者生活対策については、さまざまな消費者被害を未然に防止するため、広報紙

や出前講座等による啓発に努めるとともに、振り込め詐欺抑止に効果のある電話録音

装置の設置や多発する特殊詐欺被害に関する情報提供など、関係機関と協力して積極

的に取り組んでまいります。 

住宅環境の整備については、パートナータウン団地の屋根・外壁の塗装及び茂岩本

町団地の断熱サッシ・玄関ドア取りかえなど、個別改善事業による住宅の長寿命化を

図るなど、町民が安心して暮らせる住環境の整備に努めてまいります。 

簡易水道事業については、茂岩簡易水道基幹的施設改良事業で長節地区の老朽化し

た配水管及び電気計装設備を更新し、良好な水道水の安定供給に努めてまいります。 

また、公共下水道については、下水道施設長寿命化計画に基づき茂岩・大津下水浄

化センターの機械、電気設備の更新工事を引き続き実施するとともに、合併処理浄化

槽設置に対する助成を継続してまいります。 

廃棄物の処理と環境保全対策については、本町のごみの総排出量はおおむね横ばい

で推移しており、町一般廃棄物処理基本計画に基づき十勝圏複合事務組合に加盟し中

間処理及び最終処分を行っております。今後も廃棄物の適正処理、ごみの減量化とリ

サイクルを主とした循環型社会の構築を推進してまいります。 

また、資源ごみの搬出促進を目的に、行政区や各種団体等を対象に実施している

「資源ごみ集団回収活動助成事業」を積極的に推進し、住民のリサイクル意識の啓蒙

と再資源化の拡大を図ってまいります。 

葬斎場及び茂岩高台共同墓地霊園化の環境整備は、今後も時代のニーズに応じ、安

らぎのある人生の終えんの場にふさわしい施設となるよう、適正な維持管理及び運営

に努めてまいります。 

公園緑地の整備については、茂岩山自然公園の老朽化したバンガローの内装改修な

ど、利用者のニーズに沿った施設整備を進めてまいります。また、児童公園の遊具の

点検整備など、安全で快適な利用ができるよう適切な維持管理に努めてまいります。 

本町は、２年続けて転入者が転出者を上回る社会増となっておりますが、今後も移

住・定住対策として、また人口の町外流出抑制のため、住宅取得者や町外通勤者に対

する助成などを継続してまいります。 



－ 34 － 

また、定住賃貸住宅建設に係る助成事業については昨年度、助成対象となったア

パートが、完成前に予約で満室となるなど、今後の状況等を考慮しながら事業を検討

してまいります。 

さらに、茂岩末広町に造成した分譲地については、残り１区画でありますので、新

たな分譲地の造成についても検討してまいります。 

（２）豊かな資源を生かしたまちづくり。 

 ＴＰＰ１１、日・ＥＵ経済連携協定の相次ぐ発効で、貿易の大幅な自由化による本

町農業等への影響が強く懸念されております。 

また、日米物品貿易協定の締結に関し、米国政府は早期の交渉と成果を求めて強硬

な姿勢に出る可能性など厳しい状況にあるため、今後も国や北海道、関係機関と十分

連携して体質強化や経営安定対策などを進め、活力ある産業振興に取り組んでまいり

ます。 

 農業振興について、本町は十勝川最下流にあって厳しい土地・気象条件の中で、畑

作においては湿害に強い農業の確立が重要であります。 

 このため、計画的な道営農地整備事業の継続とともに、豊頃町農業協同組合との連

携による緊急農地基盤整備事業、明渠排水整備などの土地基盤整備を実施し、高収益

な地域農業の確立を図るため、土地生産性の向上に努めてまいります。 

 また、多面的機能支払交付金事業を継続し、農村地域資源の保全管理に係る地域協

同活動を支援してまいります。 

 畜産振興については生産基盤対策として、本年度から畜産担い手総合整備事業（再

編整備事業）を実施するとともに、中山間地域等直接支払事業、家畜飼養用水緊急支

援対策事業に継続して取り組み、畜産経営の維持・安定に努めてまいります。 

 また、経営規模の拡大等に伴い、家畜の疾病発生時に生産性の大幅な低下が懸念さ

れることから、豊頃町農業協同組合と連携して新たな家畜疾病対策事業に取り組み、

地域における畜産業の生産拡大と資質向上に支援を行ってまいります。 

 林業振興については、水源のかん養や地球温暖化の防止など、多面的機能を有する

森林が本町の農業・漁業において重要な役割を担っており、その永続性のため未来に

つなぐ森づくり推進事業や産業振興事業を行い、積極的に民有林の造林を奨励してま

いります。 

 また、先人の努力によって育まれた町有林は、現在、町の貴重な財源となっており

ます。今後も造林、保育事業や皆伐事業などを計画的に実施するとともに、森林整備

に直結する林道整備事業を継続してまいります。 

 エゾシカなどによる農林業被害対策は、猟友会豊頃部会の協力を得て、有害鳥獣駆

除及びエゾシカの一斉駆除を積極的に展開し、被害の抑制に努めてまいります。 
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 漁業振興については、主要のサケ定置漁業が一昨年の記録的な漁獲不振から若干は

回復しましたが、２年連続の大不漁となりました。国や北海道の試験研究機関を中心

に原因究明、資源回復へ向けた技術開発などが進められておりますが、安定した資源

回復には、なお時間を要する可能性が高く、本町としても資源増大・漁獲回復に向け

たサケ増殖事業など、さらには不漁に対する支援を大津漁業協同組合、浦幌町と協議

してまいります。 

 また、マツカワなどの資源増大に向け、種苗中間育成事業などに継続して支援する

とともに、北海道による広域漁場整備事業により大型魚礁整備を投入し、前浜漁業資

源の維持増大を図ってまいります。 

 昨年、一部供用を開始した上架施設と現在整備が進められている船揚場の嵩上げを

中心に、新たな大津漁港整備特定計画による防災・減災機能の充実が進められ、漁業

者の方々が安心して操業できる環境が整いつつあります。今後も全面供用に向け、大

津漁業協同組合など関係機関と連携し要望活動に取り組んでまいります。 

 商工業の振興については、地域経済の活性化と消費喚起を図るため、プレミアム付

商品券発行事業を引き続き行ってまいります。 

また、町内商工事業者が抱える諸課題に対しては、積極的に商工会と連携を深めな

がら、課題解決に努めてまいります。 

 昨年７月、静岡県掛川市と協定を締結した「互産互生」事業については、本年度も

「食の交換」・「観光の交歓」・「生活の交感」などを通じ、ものと人の交流を拡大

しつつ新たな価値を創造し、地域経済を互いに活性化し合う好循環を目指して事業を

推進してまいります。 

また、全国報徳研究市町村協議会加盟の市町村を初め、掛川市地域商社「互産互生

機構」などが持つネットワークの相互連携により連携都市となった、関係市とは、こ

れまでの取り組み実績などを検証しつつ、新たな事業拡大を模索してまいります。 

地域経済の活性化、観光振興、人的交流の推進など地域における構造的な課題解決

のために設立された「地域商社」は、まちなか活性化拠点施設（ココロコテラス）を

活動の拠点とし、とよころ創生実現のため、各種事業に継続的に取り組んでまいりま

す。 

 本町の代表的な観光資源となったジュエリーアイスは、本町特有の資源であり、毎

年訪れる多くの観光客に対応するため休憩所兼物産販売所や仮設トイレ、駐車場の整

備などを行ってまいりましたが、各種メディアによる紹介や町及び観光協会の積極的

なＰＲによって北海道を代表する冬の観光地として認知され、観光客の入り込み数も

増加傾向にあります。このため、休憩所やトイレなどを含めた周辺施設の整備計画が

必要と考え、大津地域の住民の要望等に十分配慮しつつ、周辺整備を進めてまいりま
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す。 

（３）健康で心ふれあうまちづくり。 

 地域福祉の推進については、「豊頃町地域福祉計画」に基づき、子どもから高齢

者、障がい者が住み慣れた地域において、健康で安心して暮らせる福祉のまちづくり

の実現に向け、各種施策を着実に実行してまいります。 

 また、さまざまな職種の関係者が協働して、個別支援のあり方と地域課題の検討を

行う「地域ケア会議」を引き続き開催し、「地域包括ケアシステム」の取り組みを推

進してまいります。 

 さらに、本町福祉ゾーンの中核である福祉活動拠点施設「ひだまり交流館」は、世

代を超えた幅広い交流の場、具体的な福祉活動を実践する場として、引き続き社会福

祉協議会の協力を得ながら有効利用を図ってまいります。 

 子育て支援については、全国的に少子・核家族化、人間関係の希薄化が進む中、本

町では地域ぐるみによる子育て環境づくりが重要と位置づけ「子ども・子育て支援事

業計画」に基づき、各種施策を推進しており、「こどもプラザとよころ」を核として

関係機関との連携を強化し、安心・安全な事業運営に努めてまいります。 

 また、本年度から新たに会員制育児ボランティア制度「ファミリーサポート事業」

を実施し、地域全体で子どもを育てる環境を創出してまいります。 

保育事業については、「保育指針」に基づき、子どもの健やかな育ちの実現へとつ

ながる取り組みを着実に推進するとともに、「ことばの教室」の機能を検討し、支援

体制を整備してまいります。 

なお、「幼児教育の無償化」については、今後の動向を見極めながら、適切に対応

してまいります。 

 また、これまで実施しております小学校入学祝金、出産祝金、健全育成支援金及び

保育所通所支援金については、支給を継続し、次代を担う子どもたちの健全な育成と

子育て世代の定住促進を図ってまいります。 

 高齢者対策については、本町の高齢化は依然として高く、高齢化率は本年１月末で

約３９％となっております。 

 このような状況の中、高齢者が自立し、生き生きとした生活を送ることができるよ

う、「第７期高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画」に基づき、医療、介護、介護

予防、生活支援等の各種サービスを関係機関と連携し、推進してまいります。 

 介護事業については、事業者との連携を強化し、サービス提供体制の更なる充実を

図るとともに、要介護や要支援状態の抑制に向け、地域支援事業により多様なサービ

スを創設・提供してまいります。 

 また、高齢者の生活を地域で支えるため、生活支援体制整備事業に取り組むほか、
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「認知症初期集中支援チーム」を活用し、認知症の方やその家族を支援し、さらに各

種見守りなどの事業を継続して実施してまいります。 

 現在、深刻な人手不足にある豊頃愛生協会が、介護職員確保のために予定している

職員住宅建設等に対し支援を行い、環境整備に努めてまいります。 

障がい者福祉については、全ての障がい者が安心して地域社会で生活できるよう

「障がい者計画」などに基づき、関係団体と連携し地域全体で支えるシステムを構築

してまいります。 

 また、障がい者の自立に向けた相談・支援体制の充実を図るために「豊頃町障がい

者相談支援所」の機能を強化してまいります。 

 国民健康保険事業については、相互扶助の観点から都道府県単位化によって昨年４

月から北海道が中心的な役割を担い、財政運営の安定化が図られており、当初懸念さ

れた単位化による国保税の上昇は、激変緩和などで対応しております。 

 保健事業については、町民の健診記録など、「健康管理システム」により適切な管

理を行うとともに、疾病の早期発見・健康維持の観点から各種健康診断を継続して実

施してまいります。 

 また、町民の健診や各種保健事業に対する関心を高めるための普及、啓蒙事業によ

り、特定健診の受診率は平成２８年度以降６０％を超え、全道でも上位の高い受診率

を達成しております。今後も町民みずからが自主的な健康づくりに取り組み、早期発

見・早期治療で医療費の抑制を図るため、引き続き事業の普及・啓発を実施してまい

ります。 

 さらに、健康づくりの第一歩は歯の健康づくり及び口腔管理と捉え、各年齢層に応

じた歯科健診、歯科健康学習を推進してまいります。 

 重篤疾病予防対策については、各種予防接種費用の助成などを継続いたします。 

 少子化、核家族化が進む中、妊娠・出産・養育期の母親が抱く育児不安や孤立感を

解消し、安心して子育てができるよう「子育て世代包括支援センター」を設置し、仲

間づくりや交流、相談の場などの支援体制を整備するとともに、産後４カ月未満の産

婦の心身の不調や育児不安の軽減を図るため、日帰り型デイサービスを提供する「産

後ケア事業」を新たに実施いたします。 

 また、不妊治療、妊婦健診費用及び不育症治療への助成を引き続き実施するととも

に、高校終了までの医療費無料化を継続し、子育て世代の経済的負担の軽減を図って

まいります。 

 （４）躍動感あふれる人づくり。 

 教育環境の整備・充実については、本町の教育大綱「報徳のおしえを育む教育 生

涯にわたって学ぶ人づくり」を推進するため、小・中学校が一貫して「報徳のおし



－ 38 － 

え」を学び続け、「知、徳、体」のバランスに富んだ、たくましく生きていく力と豊

かな心を持った子どもを育てる学校教育を推進するとともに、「学校運営協議会」を

設置し、開かれた学校からさらに一歩踏み出し、地域の方々と目標やビジョンを共有

して一体となって子どもたちを育む「地域とともにある学校」へと転換することを目

指します。 

 また、町民一人一人が生涯にわたって学び続け、生きがいある生活を送ることがで

きるよう、文化・スポーツの振興など、総合教育会議を通じ教育委員会と連携して教

育行政を推進してまいります。 

 姉妹都市との交流については、町交流協議会と連携しながら積極的に取り組んでお

り、本年度は、サマーランドから親善訪問団が来町することから、歓迎行事を計画し

ております。また、小学生による、相馬市・滑川市との少年親善使節団の相互交流を

継続して実施してまいります。 

 （５）みんなが力を合わせるまちづくり。 

 これまで積み重ねてきた協働のまちづくりをさらに発展させ、町民と行政がともに

支えあうまちづくりを推進してまいります。 

 協働のまちづくりについては、協働のまちづくり地域提案支援事業を活用し、各地

域づくり協議会や行政区などが、多くの自主活動を行っており、今後も地域の実情に

沿った支援事業を実施してまいります。 

 行財政の運営については、第６次豊頃町行政改革大綱に基づき、事務事業の見直し

や経常経費の抑制、職員の意識改革等に取り組んでおります。昨年は、住民課戸籍年

金係の窓口及び案内、相談業務を役場庁舎１階に移設したところ、特に高齢者の方々

から喜ばれ、混乱なく各種手続を行っております。 

本町の財政については、地方交付税に依存するところが大きく、貴重な自主財源の

町税は横ばい傾向にありますが、さらに収納率向上を図るため適正な対策を講じ、町

税等の納入意識の高揚に努めてまいります。 

今後も限られた財源の効率的な運用に努めるとともに、役場機構の再編など、町民

の視点に立った行政サービスの向上と効果的な行財政改革を進めてまいります。 

 以上、平成３１年度の町政推進にあたっての一端を申し述べさせていただきました

が、具体的な事業内容及び予算については、議案として提案の際に御説明申し上げま

す。 

 私の求める「あたたかい 心がかよう 豊頃」への道のりは決して容易なものでは

ありません。町民の皆様とともに郷土豊頃町を愛し、発展させるため全力で町政運営

に取り組む所存であります。 

 議員各位を初め、町民の皆様の御理解と御協力を心からお願い申し上げ町政執行方
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針といたします。 

 終わります。 

●藤田議長 昼食のため、１３時１５分まで休憩をいたします。 

午後 ０時１２分 休憩 

午後 １時１５分 再開 

●藤田議長 休憩前に引き続き、会議を進めます。 

 平成３１年度教育行政執行方針について説明を求めます。 

 山本教育長。 

●山本教育長 教育行政執行方針。 

 平成３１年第１回豊頃町議会定例会の開会に当たり、豊頃町教育委員会所管行政の

執行に関する主要な方針を述べ、町議会を初め町民皆様の御理解と御協力をお願い申

し上げます。 

 少子・高齢化や生産年齢人口比率の減少、ＩｏＴや人工知能を初めとする急速な技

術革新や、グローバル化の一層の進展などの「変化」が社会や時代を象徴する言葉と

して使われていますが、その先を見通せない不安が背景にあり、本町が将来にわたっ

て発展し豊かな社会を実現していくためには、地域を支える人材の育成を担う教育の

役割がますます重要であり、学校教育や社会教育を初め、町全体の教育機能が連携・

接続した一体的な教育の推進と、町民一人一人が生涯学び続け、さまざまな力を養

い、その力を社会に生かすことができる生涯学習社会を形成していくことが必要であ

ります。 

 教育委員会といたしましては、学校、家庭、地域が一体となって関係機関との連携

を図りながら、規範意識や自他の生命の尊重、自尊感情、他者への思いやりなどの道

徳性を養うとともに、ふるさとへの誇りと愛着を持ち、みずからの可能性を発揮し未

来に向かってたくましく生きぬいていく力を支える「確かな学力」、「豊かな心」、

「健やかな体」の調和を重視した教育を推進するとともに、町民皆様が生きがいを

持って充実した生活を送ることができるよう、本町の教育目標「報徳のおしえをうけ

つぎ いきいきと輝く 町民をめざして」の実現に向け、次の教育施策を推進してま

いります。 

 １、教育環境の整備充実。 

 学校施設におきましては、豊頃小学校校舎、体育館の非常口となる玄関戸改修、冬

季間の安全確保のため大津小学校校舎玄関のひさし改修、子どもたちが安心して運動

できるよう豊頃中学校体育館に給水施設を設置、商用電源の長期停電に対応するため

学校給食センターに非常用発電設備切替盤設置工事を行うなど、施設の適切な維持管

理、安全衛生管理に努めるとともに、教材備品の充実を図り、児童生徒が安心して通
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学し、快適な環境で学習できるよう所要の整備を行ってまいります。 

 また、保護者に対する教育費負担軽減のため、本町独自の事業として小学校入学祝

金、小中学校等修学旅行費交付金事業、高等学校等就学助成金事業等を継続実施して

まいります。 

 学習施設においては、える夢館ＬＥＤ照明改修工事など、町民の文化・スポーツ活

動の拠点施設の適切な維持管理に努めてまいります。 

 なお、豊頃中学校校舎の建てかえ計画につきましては、昨年「豊頃町立学校校舎等

建築検討委員会」からの報告を受け、小・中学校における連携のあり方、校舎形態な

ど具体的に意見交換ができる姿図等を作成するとともに、関係部署と協議し、建てか

え計画案を提示できるよう取り進めてまいります。 

 ２、学力向上、豊かな心と健やかな体の育成。 

 子どもたちが変化の激しい時代を生きぬく力を身につけるためには、基礎的・基本

的な知識・技能を活用して課題を解決するための思考力、判断力、表現力等に加え、

学びを生かそうとする態度を身につける必要があり、各学校段階を通じて、主体的、

対話的で深い学びを実現していくとともに、本年新たに、それぞれの学校において子

どもたちの夢を育む独自発想的な事業を行えるよう「子どもの夢づくり事業交付金」

を創設し、育成の充実を図ってまいります。 

 （１）昨年４月に小学校６年生と中学校３年生の全児童生徒を対象に、小学生は国

語・算数・理科、中学生には国語・数学・理科の教科において「知識」「技能」に関

する平成３０年度全国学力・学習状況調査が行われ、中学校の理科では、全国・全道

平均正答率を上回り、国語・数学は一部平均正答率を下回る分野もありましたが、過

半は平均正答率を上回り、小学校においては、国語・算数・理科全教科で正答率が全

国、全道平均を上回るなど、習得するべき内容を確実に身につけているといえる状況

となってきております。 

 各学校においては、調査結果を踏まえた上で今後も学習規律の定着と基礎的・基

本的な学習内容の確実な習得に努めるとともに、ＩＣＴを活用した学習を取り入れ

「分かる・楽しい授業づくり」に努めながら、児童生徒の学ぶ意欲を高めると同時

に、学ぶ楽しさが実感できるよう授業を工夫・改善してまいります。 

 また、町教育研究所が作成した「家庭学習の手引き」を活用し、家庭と連携を図

りながら学習の仕方や学習習慣が身につくよう取り組んでまいります。 

 （２）児童生徒の豊かな心と規範意識の育成を目指した取り組みとして、小学生

には生きる上で基盤となる道徳的価値観の形成を図る指導を徹底するとともに自己

の生き方についての指導を充実します。中学生には思春期の特性を考慮し、社会と

のかかわりを踏まえ、人間としての生き方を見つめさせる指導を充実するととも
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に、「子ども報徳訓」の実践・充実に努め、郷土に対する誇りと愛着心を育む郷土

学習や職業体験、ボランティア活動を通してさまざまな人たちと触れ合い、互いに

支え合いながら、みずからの生き方を主体的に考えることができる力を育む活動を

推進してまいります。 

 （３）児童生徒の体力向上に向けた取り組みとして、子どもの日常生活の場とな

る学校、家庭、地域社会が連携して、体力の向上や、運動習慣の改善・定着化、望

ましい生活習慣の育成が必要となります。体力向上は健康維持のほか意欲や気力の

充実にも大きくかかわっており、生涯にわたって心身ともに健やかに生きるための

基盤となるものであることから、全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果を活用

するなど、各学校において、それぞれ発達段階に応じた向上対策に取り組むととも

に、学校、家庭、地域指導者の協力を得ながら、スポーツ少年団活動や部活動を引

き続き支援してまいります。 

 児童のむし歯予防対策として町が推進し、各小学校で実施しておりますフッ化物

洗口事業については、未実施児童の保護者の皆様にもより理解が得られるよう周知

を図りながら継続実施してまいります。 

 学校給食につきましては、安全で栄養バランスの優れた給食を提供するため、施

設・設備の適切な保守点検と食材等の衛生管理を徹底するとともに、地場食材を活

用し、子どもたちが健康に生活していくための食に関する正しい知識・望ましい食

習慣と食に対する感謝の気持ちや郷土への理解を深めるため「ふるさと給食」の充

実と栄養教諭による「食に関する指導」に努めてまいります。また、食物アレル

ギーを持つ子どもに対しては、関係機関との情報共有や緊急時に備えた体制構築な

ど、子どもたちがより安心して給食がとれるよう適切な対応を図ってまいります。 

 （４）特別支援教育は、個々の違いを認識しつつ人々が生き生きと活躍できる共

生社会の形成の基盤となるものであるとの認識を共有し、特別な支援を必要とする

児童生徒には、学級担任のほか全教職員で支援する体制をつくるとともに、２名の

特別支援教育支援員を配置し、一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力を

高め、生活や学習上の困難を改善・克服するため、適切な指導及び必要な支援を

行ってまいります。 

 また、教員の指導力向上のため専門研修等を受講するなど、発達状況に応じた指

導・支援の充実を図ってまいります。 

 （５）コミュニケーション力の向上は、今日求められている課題の一つですが、

グローバル化が進展する今日、児童生徒の国際感覚を育むため、引き続き外国語指

導助手と外国語活動指導員を各学校へ派遣し授業補助を行うなど、外国人と交流す

ることで外国語教育はもとより、積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度
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の育成に努めてまいります。なお、本年は、小学校の外国語活動等の充実を図るた

め外国語巡回指導員の派遣を受け教員の指導力の向上を図ってまいります。 

 ３、地域とともにある学校づくりの推進。 

 子どもたちを取り巻く環境や学校が抱える課題は複雑化・多様化しており、教育

改革、地方創生等の動向からも、学校と地域の連携・協働の重要性が指摘されてお

ります。 

子どもたちや学校の抱える課題の解決、未来を担う子どもたちの豊かな成長のた

めには、社会総がかりでの教育の実現が不可欠であります。 

輝く子どもたちの未来の創造に向けて、学校と地域がパートナーとして連携・協

働による取り組みを進めていくためには、学校と地域住民等が「地域でどのような

子どもたちを育てるのか」「何を実現していくのか」という目標やビジョンを共有

することが重要であることから、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の

改正により努力義務化された「学校運営協議会制度」いわゆるコミュニティ・ス

クール制度を本年４月から実施し、「開かれた学校」から、さらに一歩踏み出し、

地域の人々と目標やビジョンを共有し地域と一体となって子どもたちを育む「地域

とともにある学校」へと転換していくことを目指してまいります。 

４、豊頃町立学校における教職員の働き方改革推進。 

本町の推進プランは、文部科学省、スポーツ庁、北海道教育委員会が定めたガイ

ドラインに準拠し、昨年８月に策定しました。 

学校を取り巻く環境は複雑化・多様化し、教職員の長時間労働の実態は、日々の

教育活動の質にかかわる重大な問題であるとの認識から、教員の長時間労働の改善

に早急に取り組み、学校教育の質の維持向上を図ることとしました。 

目標は、平成３２年度までに１週間当たりの勤務時間が６０時間を超える教員を

全校でゼロにすることを目指すこととしています。 

取り組みとしては、１、業務に専念できる環境の整備。２、部活動指導にかかわ

る負担の軽減。３、勤務時間を意識した働き方の推進と学校運営体制の充実。４、

教育委員会の学校サポート体制の充実の４項目により実施し、毎年度、取り組みを

検証し、必要な見直しや改善により実効性のあるものとし、教員の長時間労働の改

善を進め、心身の健康保持の実現と、誇りとやりがいを持って職務に従事できる環

境を整備することにより、学校教育の質の維持向上を図るものであり、保護者や地

域住民の理解が深まるよう普及啓蒙を進めてまいります。 

 ５、健全育成、安全教育の推進。 

 （１）いじめは、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、

その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命
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または身体に重大な危険を生じさせるおそれがあることから、各学校で策定した

「いじめ防止基本方針」の定着を図り、いじめや不登校の未然防止、早期発見、早

期解消に取り組むとともに、危険ドラッグ等の薬物乱用防止や性に関する指導を継

続して行ってまいります。 

 また、多様化・高度化した情報通信社会において、インターネットを利用した誹

謗・中傷の書き込みなど、子どもにかかわる事件、トラブルが多発していることか

ら、学校と家庭が連携して情報モラルに対する意識の向上を図ってまいります。 

 （２）「豊頃町通学路安全対策連絡協議会」による通学路の合同点検、安全確保

に係る対策の実施により、交通安全の確保に向けた着実かつ効果的な取り組みを推

進するとともに、児童生徒を犯罪などから守るためには、地域の方々の見守りや情

報共有はもちろんのこと、安全に行動する能力を身につけることが重要であること

から、各学校において、交通安全教室や防犯教室等を実施し、事故や犯罪被害の未

然防止に努めてまいります。 

 また、火災や地震・津波等の自然災害、Ｊアラート発令時等に対する防災教育や

避難訓練を定期的に実施し、みずからの命を守りぬくため主体的に行動する態度の

育成や、安全で安心な社会づくりに積極的に貢献する意識の醸成を図ってまいりま

す。 

 ６、小・中学校連携教育の推進。 

 小中連携の実施に当たり、小・中学校教職員がそれぞれの課題解決に向け、互い

に授業を見合ったり、合同研修等を実施したりすることで、小・中学校教職員が互

いの専門性に学び、９年間の教育課程及び指導方法の理解を図ることが学校間連携

・協力体制の第一歩と言われており、本町においては、義務教育９年間の教育課程

に位置づけられている「報徳のおしえ」を基盤に、系統的で一貫性のある連携教育

を推進してまいります。 

 また、町内小・中学校合同行事等による児童生徒の交流や、小・中学校教諭の相

互派遣、授業公開や研究協議による教職員の共通理解など、小・中学校連携教育の

一層の推進を図ってまいります。 

 ７、響きあい、高めあう社会教育の推進。 

 社会教育においては、次の目標を掲げ取り組んでまいります。一つ目は、自主的

・自発的な学びによる知的欲求の充足、自己実現・成長を通しての「人づくり」。

二つ目は、住民の相互学習を通じ、つながり・認め合う意識の強化による「絆づく

り」。三つ目は、地域に対する愛着や帰属意識、地域の将来像を考え取り組む意欲

の喚起、住民の主体的参画による地域課題を解決する「地域づくり」。 

 このことを、町民一人一人が目標をとして学び、その成果が日常生活や社会活動
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で有効に生かされるよう、幼児期から高齢期まで、それぞれのニーズに応じたさま

ざまな学習機会を提供し、個人の成長と地域社会の発展の双方に重要な意義と役割

を果たす社会教育を推進してまいります。 

（１）少年教育。 

 次代を担う子どもたちの健全な育成は、家庭、学校、職場、地域など、あらゆる

分野における全ての人々がそれぞれの役割と責任を担いつつ、相互に協力しながら

良好で安全、安心な社会環境をつくることが求められています。 

子どもたちが「ふるさと豊頃」に対する誇りや愛着を高めるとともに、協働して

課題解決に導くコミュニケーション能力の向上を図るため、郷土の自然や歴史、文

化を学ぶ「える夢キッズクラブ」や「通学合宿」など、さまざまな体験学習を実施

してまいります。 

 また、少年芸術鑑賞会など優れた芸術に触れる機会や「豊頃町子どもの読書活動

推進計画」によるブックスタート、セカンドブック事業を通し、本に親しむきっか

けをつくり、豊かな人間性や社会性を育むための教育を充実してまいります。 

 （２）成人教育。 

青年教育。 

 地域づくり、まちづくりの次代を担う青年が、社会の一員として自覚し、みずか

らの意思で活動する意識を醸成するため、町が実施する各種交流事業と連携を図り

ながら、ニーズに応じた学習機会や交流事業を提供し、リーダーとなる人材の育成

に努めてまいります。 

 成人一般教育。 

 町民の多種多様な学習要求に応えるため、える夢大人の文化講座やえる夢出前講

座等の内容を充実するとともに、個人・グループ・サークル等の活動支援を行い、

学びの成果を地域で生かし連帯感を高め、交流を促進するために必要な学習機会を

提供してまいります。 

 高齢者教育。 

 高齢者が、充実した生活を送るための学習活動の場である豊寿大学や生涯教室を

継続実施するほか、学習要求に応じた学びの場や個別型学習形態への支援など、高

齢者がこれまで培ってきた豊富な知識、経験をさらに高め、次世代へ伝えるための

機会の拡充を図ってまいります。 

 （３）芸術・文化。 

 豊かな人間性と情操を育むため芸術鑑賞会等を開催し、優れた芸術・文化に触れ

る機会を拡充するほか、町民文芸誌の発行や芸術・文化活動の成果を発表する場を

提供するとともに、文化協会や自主活動グループ等への支援を行ってまいります。 
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 （４）文化財。 

 文化財は、豊頃の歴史や文化を伝える重要な財産であり、豊頃町への愛着や誇り

につながるものであることから、適切な保護・保存・活用、民俗文化財の継承・育

成を支援し、郷土に関する学習活動を推進するとともに、十勝発祥の地である大津

の歴史について、現在までの関係各位の調査研究成果を生かしながら、さらなる資

料化を図ってまいります。 

 また、町指定記念物である「はるにれの木」の倒壊防止対策など保護修繕事業を

継続実施してまいります。 

 （５）社会体育。 

 利用者が安全で安心して、それぞれの年齢や体力に応じてスポーツに親しめる場

の充実に努め、町民の生涯スポーツ活動を推進してまいります。 

スポーツ関係団体と連携し、各種スポーツ大会を開催し、子どもから高齢者まで

幅広い世代が一年を通して心身の健康と体力の増進を図るため、軽スポーツ交流会

や出前講座などの充実を図ってまいります。 

 また、多様化するスポーツ活動の要求に応えるため、スポーツ団体、指導者の育

成を推進してまいります。 

 （６）学習拠点施設の整備充実。 

 町民が学習や文化・スポーツ活動等を行うための拠点施設である「える夢館、図

書館、総合体育館、町民プール」などが安全、快適に利用できるよう、適切な維持

管理と器具・備品等の充実を図るとともに、各種情報の提供や相談にきめ細やかに

対応し、気軽に利用できる施設運営に努めてまいります。 

 ８、開かれた教育行政の推進。 

 教育を取り巻く環境が目まぐるしく変化する中、教育水準の維持向上と地域の実

情を考慮した自律的な教育行政を推進するには、教育関係者のみならず、町民皆様

の御協力と相互連携が大変重要であります。 

 教育委員会は、このことを踏まえ、施策の効果の検証と改善を絶えず行いながら

効果的な教育行政の推進に努めてまいりましたが、「地方教育行政の組織及び運営

に関する法律」に基づき、教育に関し学識経験を有する方々の知見を活用しながら

点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を議会に提出するとともに公表し、

町民の皆様への説明責任を果たすよう努めてまいります。 

 以上、平成３１年度教育行政執行に関する主要な方針を申し上げましたが、教育

委員会といたしましては、今後も総合教育会議等を通して町長と十分に意思疎通を

図り、本町の教育大綱である「報徳のおしえを育む教育 生涯にわたって学ぶ人づ

くり」を推進のため、小・中学校が一貫して「報徳のおしえ」を系統的に学び続
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け、知、徳、体のバランスに富んだたくましく生きていく力と豊かな心を持った子

どもたちを育てる学校教育や社会教育の充実、文化・スポーツの振興などに努めて

まいりますので、町議会を初め町民皆様の教育行政に対する御理解と御協力を心か

らお願い申し上げまして、教育行政執行方針とさせていただきます。 

●藤田議長 これで、平成３１年度町政執行方針及び教育行政執行方針についての説

明は終わりました。 

 

       ◎ 議案第１５号 

●藤田議長 日程第１４ 議案第１５号豊頃町課設置条例の一部改正についてを議題

とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 菅原副町長。 

●菅原副町長 議案書１ページをごらんください。 

議案第１５号豊頃町課設置条例の一部改正について説明申し上げます。 

 役場機構の課の設置及び係の配置は、事務事業の見直しや経費削減、職員の意識改

革など、組織機構を整備しながら、豊頃町行政改革大綱の規定に基づいて随時、見直

しを行ってきているところであります。 

 本案は、引き続いて庁舎内業務の配置見直しを行い、行政サービスの一層の向上を

図るため、課設置条例の一部を改正するものであります。 

 改正内容は第２条、各課の分掌事務でありますが、議案説明書、説明第１号により

御説明いたします。議案説明書１ページをごらんください。 

表の右欄が変更する分掌事務で、左欄が現行の分掌事務であります。現行、住民課

の第８号、地籍に関することを施設課に第７号として変更し、事務の整理統合を行

い、住民課第９号を第８号に改めるもので、町長部局の課の変更はありません。 

附則として、この条例は平成３１年４月１日から施行するものでありますので、御

審議くださいますよう、よろしくお願いいたします。 

●藤田議長 説明が終わりました。 

 これから、質疑を行います。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 これから、討論を行います。討論はありませんか。 

（ 討 論 な し ） 

●藤田議長 討論なしと認めます。 

 これから、議案第１５号を採決します。 
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 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（ 異 議 な し ） 

●藤田議長 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第１５号は、原案のとおり可決されました。 

 

       ◎ 議案第１６号 

●藤田議長 日程第１５ 議案第１６号豊頃町職員の勤務時間その他勤務条件に関す

る条例の一部改正についてを議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 富田総務課長。 

●富田総務課長 議案書３ページをごらん願います。 

議案第１６号豊頃町職員の勤務時間その他勤務条件に関する条例の一部改正につい

て説明いたします。 

 このたびの改正につきましては、同条例第８条、正規の勤務時間以外の時間におけ

る勤務、いわゆる時間外勤務に関するものでございます。 

このたび、働き方改革の一つであります長時間労働の是正措置に向け、本年４月１

日から時間外労働の上限規制が導入された労働基準法等が改正されるため、人事院は

同じタイミングで人事院規則に上限規制を設ける改正を行います。このため、地方公

務員は国家公務員との均衡の原則から、同様の措置を講じることが求められておりま

すので、今回、同条例を改正するものであります。 

改正の内容につきましては、同条例第８条に第３項として、時間外勤務に関し必要

な事項は規則に委ねる旨の規定を加えるものであり、附則として、平成３１年４月１

日から施行するものであります。なお、これによりまして、豊頃町職員の勤務時間及

び休暇に関する規則においては、職員の健康保持、時間外勤務命令の上限の設定、上

限を超えた場合にその要因の分析及び検証を行うことなどの内容の規定を加え、条例

同様４月１日に施行することとなります。 

以上、よろしく御審議くださるようお願いいたします。 

●藤田議長 説明が終わりました。 

 これから、質疑を行います。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 これから、討論を行います。討論はありませんか。 

（ 討 論 な し ） 
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●藤田議長 討論なしと認めます。 

 これから、議案第１６号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（ 異 議 な し ） 

●藤田議長 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第１６号は、原案のとおり可決されました。 

 

       ◎ 議案第１７号 

●藤田議長 日程第１６ 議案第１７号豊頃町職員の給与に関する条例の一部改正に

ついてを議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 富田総務課長。 

●富田総務課長 議案書５ページをごらん願います。 

議案第１７号豊頃町職員の給与に関する条例の一部改正について説明いたします。 

 職員の給料及び手当に関しましては、人事院勧告を基本に職員組合との協議、議会

の議決を経て決定しているところでありますが、住居手当につきましては、平成６年

から現行の状態にありますことから、現在の家賃の状況、持ち家に対する管内の市町

村の動向など、職員組合と協議を進めておりましたところ、このたび改正に係る協議

が整いましたので、所要の改正を行いたく提案するものであります。 

議案説明書３ページをごらんいただきたいと思います。新旧対照表を掲載をしてお

ります。主な改正の内容について説明いたします。 

第８条の２第１項につきましては、住居手当の支給対象を町内居住者と定め、同条

第２項第１号については、借家に対し、現在上限２万４,５００円としていた手当を

上限２万７,０００円とするものであります。また、同項第２号については、持ち家

手当を１万５,０００円から１万６,０００円とするものであります。 

議案書５ページにお戻りいただきたいと思います。 

なお、附則としまして、第１項に本条例の施行日を平成３１年４月１日とし、第２

項に経過措置として、現行条例により住居手当を支給されている職員が改正後に対象

とならなくなった場合、平成３１年度から３３年度にかけて段階的に支給額を減額す

ることを定めるものであります。 

以上、よろしく御審議くださるようお願いいたします。 

●藤田議長 説明が終わりました。 

 これから、質疑を行います。質疑はありませんか。 
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（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 これから、討論を行います。討論はありませんか。 

（ 討 論 な し ） 

●藤田議長 討論なしと認めます。 

 これから、議案第１７号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（ 異 議 な し ） 

●藤田議長 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第１７号は、原案のとおり可決されました。 

  

       ◎ 議案第１８号 

●藤田議長 日程第１７ 議案第１８号豊頃町災害弔慰金の支給等に関する条例の一

部改正についてを議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 山田福祉課長。 

●山田福祉課長 議案書７ページをごらん願います。 

議案第１８号豊頃町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について、提案の

理由を御説明いたします。 

 今回の条例改正は、自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対し、その生活の

立て直しに資するために貸し付けを行う災害援護資金について、貸付利率、償還方法

及び保証人の有無などの貸付条件を市町村の判断で規定できるよう、災害弔慰金の支

給等に関する法律等の一部が改正されたことに伴い、所要の改正を行うものでありま

す。 

 それでは、本則の改正について、議案説明書５ページにより御説明いたします。 

 左側が現行で、右側が改正案となっております。 

貸付利率を現行年３％から無利子に改正するため、第１４条を右側改正案のとお

り、「災害援護資金は、延滞の場合を除き無利子とする。」に改めます。また、償還

方法に月賦償還を加えるため、第１５条第１項中、「又は半年賦償還」を右側改正案

のとおり「、半年賦償還又は月賦償還」に改めます。また、被災者が保証人を立てな

くても貸し付けができるよう、同条第３項中にある「、保証人」を削り、「第１２

条」を「第１１条」に改めます。 

 議案書７ページへお戻りください。 
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 なお、附則として、施行期日を平成３１年４月１日と規定しております。 

以上でありますので、よろしく御審議くださるようお願いいたします。 

●藤田議長 説明が終わりました。 

 これから、質疑を行います。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 これから、討論を行います。討論はありませんか。 

（ 討 論 な し ） 

●藤田議長 討論なしと認めます。 

 これから、議案第１８号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（ 異 議 な し ） 

●藤田議長 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第１８号は、原案のとおり可決されました。 

 

       ◎ 議案第１９号 

●藤田議長 日程第１８ 議案第１９号豊頃町空家等対策の推進に関する条例の制定

についてを議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 佐藤住民課長。 

●佐藤住民課長 議案書、９ページをお開き願います。 

 議案第１９号豊頃町空家等対策の推進に関する条例の制定について御説明いたしま

す。 

 近年、適正に管理されていない空き家等が、防災・衛生、景観等の地域住民の生活

環境に悪影響を及ぼしていることが社会的問題となっており、このことから国は、平

成２６年１１月に空家等対策の推進に関する特別措置法を制定し、市町村が空き家等

の対策に取り組むための法的根拠を整備したところであります。本町におきまして

は、平成２６年施行の豊頃町危険廃屋解体撤去事業補助金交付要綱及び平成２７年施

行の豊頃町危険空き家対策事業実施要綱により、それぞれ解体、撤去に対する補助金

交付、及び町への寄附採納による除却により対応しておりましたが、両要綱とも本年

３月３１日限りでその効力を失うことから新たに要綱を一本化し、合わせて空家等対

策の推進に関する特別措置法の施行に関して必要な事項を定めるとともに、空家等の

有効活用促進など、総合的かつ計画的に施策を推進するため、条例を制定しようとす
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るものであります。 

 それでは、条例の主な内容につきまして御説明いたします。 

第１条は、この条例の目的についてであり、地域住民の生命、身体または財産を保

護するとともに、その生活環境の保全を図り、合わせて空家等の活用を促進するた

め、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するというものであります。 

第２条は、居住等の使用がなされていないことが、常態であるものを空家等とい

い、この空家等のうち自然災害等による倒壊の危険や衛生、景観、生活環境上有害な

状態であったり、防犯、防災上の危険性があるものを特定空家等と定義するなど、こ

の条例で使用する主な用語の定義について定めております。 

 １０ページになります。第３条は、空家等の所有者等の維持管理責任について。 

第４条は、町民等が特定空家等を発見した場合の情報提供について。 

第５条は、空家等対策の推進に関する特別措置法第６条に基づく空家等対策計画の

作成について。 

第６条は、同法第７条第１項に規定する協議会にかかわる組織として、空家等対策

委員会の設置とその所掌事務等について。 

第７条は、必要に応じ、北海道へ情報提供及び技術的支援等について援助を求める

ことについて。 

第８条は、空家等対策を行う上で必要な立入調査の実施及びその手続等について。 

１２ページをお開きください。第９条は、町が把握している空家等の所有者に関す

る情報の利用等について。 

第１０条は、空家等の所有者の所在が確定できない場合等における財産管理人選任

の申し立てについて。 

第１１条及び第１２条は、空家等に関するデータベースの整備及びその情報を有効

活用するための情報提供について。 

第１３条は、町の指導や勧告に従って除却等の措置を講じた者に対する助成等の支

援について。 

第１４条は、特定空家等の所有者等から町へ寄附の申し出があった場合について。 

１５ページになります。第１５条から１５ページの第１９条は、特定空家等の所有

者に対する指導、勧告、命令、代執行及び略式代執行等に関する手続等について。 

１６ページ、第２０条は、緊急に安全な措置を講ずる必要が生じた場合について。 

第２１条は、警察その他関係機関との連携について。 

第２２条は、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めることとする委任規

定についてそれぞれ規定しております。 

附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するものであります。 
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 以上でありますので、よろしく御審議くださいますようお願いいたします。 

●藤田議長 説明が終わりました。 

 これから、質疑を行います。質疑はありませんか。 

 ７番大崎議員。 

●７番大崎議員 非常に先進的なというか、この条例についての見直し、３月３１日

からこのようにボリュームが非常に内容細かく提案されていました。この件につい

て、極めて私は前進的な、町の行政としては進んで、ほかの町村はどうなのかわかり

ませんが、これだけ細かい条例、２２条までですか、ありましたものについては、謝

意を示したいと思うのです。 

ただこの空き家の場合と、それから関連する中で、この目的、定義を見ていきます

と、その中で本町においても非常に目のつくところの街道に、産廃に適するような廃

品が散乱しているというか、放置されている状況があります。これは適用するかどう

かというところの行政としての判断はいかがなものかなというところを、あるいは今

後というものも考えることがあれば、含めて説明をいただけますか。 

●藤田議長 佐藤住民課長。 

●佐藤住民課長 ただいまの御質問にお答えいたします。 

まず、空家等に該当しないごみ、いわゆるごみ等のことかと思うのですが、国の定

めている特別措置法でいきますと、あくまでも空き家、家屋等を対象としておりまし

て、御指摘のごみ等については対象とされておりませんけれども、今回私どものほう

で制定しようとする条例のほうには、防火、防犯等の関係もありますし、景観等の関

係もありますので、空家等に該当しない工作物、それから敷地内にあります定着物と

いいましょうか、資材、ごみ、いわゆる産業廃棄物に近いものになるかと思うのです

が、そういったものも対象にして処理していきたいというふうに考えております。 

●藤田議長 大崎議員。 

●７番大崎議員 今の説明では、非常に含まれるというか、大まかにいうと、その構

造物、建造物に付帯するものも、その近くにというか、その地域にというか、その土

地に散乱している、確認されるということがありますので、その辺についての今後の

判定、あるいは査定というのでしょうか、これは該当するかしないかというところ

の、その基準というのは、今後細かく見ていかなければならんなという思いがしま

す。その辺の考え方も含めて、もう一度、例えば物置があって、あるいは格納庫が

あって、そこに入りきらない物が隣に散乱しているというものも見受けられるので

す。そんなところも、何というのですか、グローバルというのでしょうか、大枠でそ

れらの判定をできるかどうか。考え方なのですが、その辺の準備、余裕、あるいは今

後についての一つの課題等があれば、全町的に見ていろいろなところに今目につくも
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のがありますので、それらを想定しながら今、私は質問しているのですが、今後につ

いての取り組み方というものについても、もう少し細かく説明いただくとありがたい

なと、こう思います。 

●藤田議長 佐藤住民課長。 

●佐藤住民課長 ただいま議員御指摘の空家等が存する土地上にありますその物置、

格納庫に入らない等につきましてはどうなのだということでありますけれども、これ

らにつきましても近隣住民等に対する悪影響、例えば突風や風等で飛散することも考

えられますので、これらも対象に対策していきたいと考えております。 

それから、その空家等、危険空家等になるかならないかの判断等につきましては、

条例の第６条で空家等対策委員会を設置することになっております。この中で、規則

等で設けます危険家屋等の判定基準、北海道で作成したマニュアルがありまして、こ

れに基づきまして空家等の危険家屋の度合い、例えば柱の傾き具合、壁、屋根等の剥

離具合、それらを確認しまして、危険家屋に該当するかどうかという判断をしまし

て、対象になるかならないかという判断をしてまいりたいと考えております。 

 以上です。 

●藤田議長 大崎議員。 

●７番大崎議員 非常に、先ほど冒頭から質問させていただきましたが、非常に前向

きに本町の景観を維持する、あるいは美観をキープするというような意味合いからで

も、あるいは危険物、あるいはそういうその二次的な犯罪を防止するというような意

味合いも十分あるので、少なくても町並みにある空き家については、第８条の立入調

査、こういうような強制的なというか、行為というものは行政でようやくでき上がっ

てきているのかなというところも関係機関と提携しながら、連携しながら今後進める

ということについては、大いにこれを私は歓迎したいなと、こう思いますが、今後に

ついての全体的な本町の町並みを想定した中における先ほどの執行方針にありました

が、その辺の意気込みといいますか、考え方というものをもう少し執行者の御意見を

お聞きしたいと思います。 

●藤田議長 宮口町長。 

●宮口町長 今回のこの条例等につきましては、非常に隔離的というか、線引きをし

たような形ですけれども、特に町並みの形態によっては、やはり早急に取り壊しをお

願いする場合もありますし、またある程度、交通量が少なく、また人の出入りも少な

い山間地方については、この法律どおり厳しくいくわけにもいかない。したがいまし

て、先ほど課長が申し上げましたとおり、ケース・バイ・ケースにもよりますので、

その点、あくまでもこの法律を核にして町をきれいにしていきたい。また、委員会が

できますので、委員会の中でも十分検討していく。さらに持ち主の御意見も十分尊重
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しながら、できるだけ公権力を余り使わないような方法で話し合いで取り壊されたり

片づけるのが一番適切かなというふうに思っております。ここ二、三年くらい非常に

町並み、景観を大分担当者が努力して、壊したり片づけております。当然、財政的な

支援もしておりますが、今後もそういった形で、財政的支援をするものについては、

してあげたい。そして、処理してきれいなまちづくりにするためには、どうしても公

権力が必要ですので、その場合についても、できるだけ摩擦の少ない、お互いの立場

を理解しながら取り壊していきたいというふうに、また処理したいというふうに思っ

ております。今回、この条例ができましたから、これに基づいて徹底的にやるとか、

そういう問題でなくて、あくまでもこれを基準として対応していきたいというふうに

考えております。 

 以上です。 

●藤田議長 ほかに質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 これで質疑を終わります。 

 これから、討論を行います。討論はありませんか。 

（ 討 論 な し ） 

●藤田議長 討論なしと認めます。 

 これから、議案第１９号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（ 異 議 な し ） 

●藤田議長 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第１９号は、原案のとおり可決されました。 

  

       ◎ 議案第２０号 

●藤田議長 日程第１９ 議案第２０号豊頃町消防団条例の一部改正についてを議題

とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 波多野消防署長。 

●波多野消防署長 議案書、１７ページをお開きください。 

 議案第２０号豊頃町消防団条例の一部改正について、御説明いたします。 

 本案につきましては、消防団員が各種災害や訓練等に出動した場合に支給する費用

弁償の額について改正するものです。近年は災害が多様化、複雑化しており、火災防

御はもとより、地震、風水害など、長期間の活動を行う消防団員の費用弁償費の処遇
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改善を図ることを目的として、十勝広域消防、東ブロック４町が共通して改正を行う

ものであります。 

 改正内容でございますが、議案説明書７ページ、説明第４号を御参照ください。 

 本条例第１２条費用弁償の規定、別表第２の表において、水火災等非常災害出動費

用弁償の項、現行４,８００円を５,５００円に、警戒出動費用弁償の項及び訓練出動

費用弁償の項、現行３,６００円を４,２００円に改め、定めるものであります。 

 なお、附則として、本条例は平成３１年４月１日から施行するものでありますの

で、よろしく御審議くださるようお願いいたします。 

●藤田議長 説明が終わりました。 

 これから、質疑を行います。質疑はありませんか。 

７番大崎議員。 

●７番大崎議員 一言だけ確認させてください。 

これは今説明あったように、広域消防と、それから少なくても４町ということで、

同時にこういう金額を出されたという説明ですが、例えば７００円、６００円で本当

に妥当かどうかというところですが、これわかりませんよ、私は。わかりませんが、

消防団が、今非常に苦しいのではないでしょうか、なり手が。そういうところで、こ

れは少なくても１日７００円アップしたのですが、私は今後の方向性というものを考

えると、もう少し考えられてもいいのかな、金額ではないかもしれませんよ。しれま

せんが、最低賃金が八百何ぼですよ。１日というか、実際の。それが一生懸命生業を

やりながら、消防団が、いざとなるときに町民をやはり守ってくれる、そういう立場

の人に、７００円、６００円アップすることが、本当に妥当かどうかわからないとこ

ろはありますけれども、これが４町で足並みを揃えていくのであれば、今後のやはり

消防団募集というか、応募のためのきっかけとしては、もっと前進的なものをやはり

議論されるべきではないかなと、私はこう思うのですが、その辺の消防の関係で、広

域で、町長の意見しか聞けないですよね。一言、お願いします。 

●藤田議長 宮口町長。 

●宮口町長 消防団については、首長が責任をもたされているわけであります。広域

は別といたしまして、今、消防署長が言ったとおり４町で話し合いをして、私も今大

崎議員のとおり、この金額で、しかし本当に今消防になる方が、団員になる方が少な

いので、とても、私のところは私のところで勝手にやってもいいのではないかという

ような話もしたのですが、石田団長が、それなりに苦労されて各４町の団長と一応各

町村とも合わせようという形になったわけであります。今後、私もどちらかというと

もう少し頑張りたいようなところなのですけれども、機会があればまた私ども首長で

団のほうの考え方ももちろん十分聞きますけれども、首長同士でもまた話して、でき
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るだけ条件をよくして、そしてみんなが集まっていただける、お金を出せば来るとい

う問題ではないのですけれども、今後そのような形で再度また方向を向けて頑張りた

いと思います。今回はこういう形で団長方が協議した結果、この金額でなったわけで

すので、これから先については、もうちょっと善処して頑張りたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

●藤田議長 ほかに質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 これで質疑を終わります。 

 これから、討論を行います。討論はありませんか。 

（ 討 論 な し ） 

●藤田議長 討論なしと認めます。 

 これから、議案第２０号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（ 異 議 な し ） 

●藤田議長 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第２０号は、原案のとおり可決されました。 

 

       ◎ 陳情の委員会付託 

●藤田議長 日程第２０ 陳情の委員会付託を行います。 

 本日までに受理した陳情は、お手元に配付しました陳情文書表のとおりです。 

 陳情文書表を職員に朗読させます。 

 中川事務局長。 

●中川事務局長 陳情文書表。 

 受理番号、３。受理年月日、平成３１年２月１４日。件名、地方公務員法及び地方

自治法の一部改正における会計年度任用職員の処遇改善と雇用安定に関する陳情。陳

情者の住所及び氏名、豊頃町茂岩本町１２５番地、連合北海道豊頃地区連合会、会

長、川崎勝巳。付託委員会、総務文教常任委員会。 

 以上です。 

●藤田議長 ただいま朗読しました陳情については、陳情文書表のとおり、所管の常

任委員会に付託し、審査することとします。 

 

       ◎ 休会の議決 

●藤田議長 日程第２１ 休会の議決の件を議題とします。 
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 お諮りします。 

 議案等精査のため、３月６日から同月７日までの２日間、休会にしたいと思いま

す。 

 御異議ありませんか。 

（ 異 議 な し ） 

●藤田議長 異議なしと認めます。 

 したがって、３月６日から同月７日までの２日間、休会とすることに決定しまし

た。 

  

       ◎ 散会宣告 

●藤田議長 以上で、本日の日程は全て終了しました。 

 本日は、これで散会します。 

午後 ２時１６分 散会 
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 地方自治法第１２３条第２項の規定により署名します。 
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